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特記仕様書 平成２９年６月１日改訂（公営住宅課改訂版）

【電気設備工事】 ■１編 一般共通事項■ 1.3.2 電気保安技術者 * 電気保安技術者： ・適用する  ※適用しない

■１章 一般事項■ 1.3.3 施工条件 * 施工時間　時間制限： ・無  ※有（　午前８時から午後５時　）
＜総　則＞ * 部位別の施工順序：   ※無  ☉有（　図面による　）
1.1.1 適　用 １．この特記事項以外は下記に準拠する。ただし、本工事に関係のない事項は適用しない。 * 工事車両の駐車場所　駐車制限： ※有（　図面による　）  ・無

　１）愛知県財務規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）工事請負契約書 * 資機材置場所　置場制限：　　　 ※有（　図面による　）  ・無
　３）公共住宅事業者等連絡協議会編集　公共住宅建設工事共通仕様書（平成２８年度版） * その他： （　　　　      　　　　）
　４）関係法令及び諸工事基準
　５）愛知県建築工事品質管理要領 1.3.9 発生材の処理等 * 大気汚染防止法に基づき、適正に対応すること。
２．特記事項は、☉印のついたものを適用する。☉印のない場合は、※印のついたものを適用する。 * 発注者に引渡しを要するもの：ＰＣＢを使用している機器材料
　　　☉印と、○で囲まれた※印のある場合は、共に適用する。   特別管理産業廃棄物： ・有（処理方法：　　　　　　　　　）  ※ 無
３．本工事に使用する資材は、「電気設備工事指定資材」による。   現場において再利用を図るもの：
４．設計図書の優先順位は、次の１）から５）までの順番のとおりとする。 引渡し等 * 引渡しを要するものは、監督職員の指示する場所に整理し、リスト表を作成し、監督職員に引渡す。
　１）質問回答書（２）から５）に対するもの） * 引渡しを要しないものは、すべて場外に搬出し、関係法規に従い適正に処理する。
　２）現場説明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）特記仕様書 * ＰＣＢを使用している機器材料は、適切な容器に収めた上で引渡しを要する。撤去した機器のﾒｰｶｰ名・型番・
　４）図面　　　　　５）公共住宅建設工事共通仕様書（「機材の品質・性能基準」を含む。）　   製造年月日を記載したリストを作成して発注者へ提出する。

* 次の物品はＰＣＢの混入が疑われるため、専門の分析機関に依頼し、その有無を確認する。
1.1.3 官公署等への届出手続等 * 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を遅滞なく行う。   昭和４７年以前の建築物：ポリサルファイド（チオコール）系コーキング

  平成元年以前の製造機器：蛍光灯安定器、コンデンサ、リアクトル、コンデンサ用放電コイル、 変圧器、
1.1.4 工事実績情報の登録 * 請負代金額が500万円以上の工事は、(財)日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報システム(CORINS)  （絶縁油中の濃度0.5mg/kg以下のものは対象外）

　に、工事実績情報の登録を、その内容について監督職員の確認を（JACICの様式「登録のための確認のお願い」   上記以外においても、ＰＣＢ混入の恐れがある場合は、監督職員と協議の上、確認すること。
　に従って）受けた上、行う。（受注時、変更時、竣工時）また、登録後にJACICが発行する「登録内容確認書」 建設副産物 １.解体材、発生材等の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進
　を、監督職員へ提出する。   に関する法律」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、その他、関係法令の規定を遵守し、

　「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱」(以下「リサイクルガイドライン」という。 http://
1.1.7 別契約の関連工事 　 www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/recycle/recycle.html を参照。)に基づき適正に行う。

２.施工計画書に添えて(工事完了時に)、「リサイクルガイドライン」により次の計画書(実施書)を監督職員
  に提出する。なお、１)と２)の実施書については電子データを提出する。
　１)再生資源利用計画書(実施書)(CREDAS打ち出し様式１)
　２)再生資源利用促進計画書(実施書)(CREDAS打ち出し様式２)
３.建設リサイクル法第9条第1項の対象建設工事に該当する工事は、再資源化等が完了したとき、同法第18条第1
　項に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。
４.マニフェスト集計表を作成し、監督職員に提出する。また、マニフェスト伝票は整理して保管し、必要に応じ
  て検査員等に提示する。マニフェスト集計表は任意様式とし、交付した全てのマニフェストについて、交付年
　月日、交付番号、車両ナンバー、廃棄物の内訳(ｔまたは㎥)、マニフェスト返却日(B2票、D票、E票)が記
　載され、受注者の社印を押したものとする。
５.本工事で発生する産業廃棄物のうち、愛知県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物については、愛知県産業廃
　棄物税が課税されるので適正に取り扱うこと。

再資源化 * 工事に伴い発生する建設廃棄物のうち、次のものは適正に再資源化施設へ搬出する。
 ※ コンクリート塊   ※アスファルトコンクリート塊   ※建設発生木材   ・その他（　　　　）
* 以下の資料は次のHPから入手することができます。
　・愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱、様式　http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/
　　recycle/recycle.html、CREDAS打ち出し様式 　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/
　　fukusanbutsu/credas/、愛知県あいくる材率先利用方針、あいくる材認定資材一覧　http://www.
　　pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/recycle/shizai.html、再資源化等報告書　http://www.pref.aichi.jp/
　　kensetsu-kikaku/gijyutsu/kentiku-tebiki290401.pdf、その他提出書類の様式等　http://www.pref.aichi.
　　jp/kensetsu-kikaku/recycle/recycle_yoshiki.html

撤去時等のフロン等の取扱 *「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成27年4月1日施行)に基づいて行うこと。
分別収集 * 分別収集は、「リサイクルガイドライン」別表３の区分により実施する。
非飛散アスベスト処分 * 非飛散アスベスト建材の処分方法：  ・指定しない   ※指定する（処分方法：　　　　　　　　　）

＜機器及び材料＞
1.4.1 環境への配慮 *「愛知県環境物品等調達方針」（http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/0000009402.htmlを参照）

　別記２(２４)に掲げられた一般資材、建設機械等の選定に当たっては、事業ごとの特性、必要とされる強度や
　耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、品目ごとの判断の基準を満足するものを使用するものとする。
* 使用する機器及び材料は、全てアスベストを含まないものとする。

1.4.2 機材の品質等 * 本工事に使用する資材等は、品質が規格値を満足し、かつ価格が適正である場合には、県内産の優先使用に努
　めるものとする。

再生資源の利用 * リサイクル資材の率先利用を図るため、「愛知県あいくる材率先利用方針」（http://www.pref.aichi.jp/
　kensetsu-kikaku/recycle/H26yoryokaisei/H26sossennriyou.pdfを参照）を遵守し、あいくる材として認定
　されている資材の利用に努める。

1.1.8 疑義に対する協議等 * 設計図書に関する疑義は、原則として、入札執行前に質問書の提出によって確かめる。 * 「愛知県あいくる材率先利用方針」第３のＡＡグループ及びＡグループの認定資材を優先的に使用する。
* 設計図書について監督職員と協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定 　あいくる材の指定があるものについて、それ以外のものを使用する場合は、監督職員の承諾を要する。
　によるほか「愛知県建設部設計変更事務取扱要領」（平成28年4月1日改正）に定めるところによる。 * 工事完了時に、あいくる材の使用実績を「リサイクルガイドライン」に定める次の様式に記入し、電子データ
　（http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/gijyutsu/H28sekkeihenkouyouryou.pdf） 　を監督職員に提出する。

＜工事関係図書＞ 　１）あいくる材使用状況報告書（様式８）　　　　　２）あいくる材使用実績集約表（様式９）
1.2.1 実施工程表 * 概成工期： ・有（　　　年　　月　　日）  ※ 無 * あいくる材認定資材一覧、愛知県あいくる材率先利用方針、その他提出書類の様式等の資料は次のHPから入手

　することができます。
1.2.4 工事の記録 Ａ．本工事は電子納品の対象工事とする。   http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/recycle/shizai.html

Ｂ．対象となる成果品の作成については、「愛知県電子納品運用ガイドライン(案)」及び「愛知県デジタル写 ＜施　工＞
　　真管理情報基準(案)」(http://www.pref.aichi.jp/site/cals/densinohin.htmlを参照)に基づく。ただし、 1.5.3 施工の検査等 * 見本施工： ・実施する  ※実施しない
　　電子納品チェックリストについては、他の書類に同様の内容を記載した場合、省略できるものとする。
Ｃ．成果品の提出部数については、電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）２部とする。 1.5.7 化学物質の濃度測定 * 濃度測定： ・実施する   ※実施しない
Ｄ．受注者は、電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行なう。また、受注者は、検査時（中間検査、 * 実施に当たっては、「平成15年６月６日付事務連絡　公営住宅における化学物質の室内濃度測定方法等につい
  　完了検査）に写真情報の閲覧機器を準備する。 　て」により、その測定値が厚生労働省が定める指針値以下であることを確認する。
Ｅ．その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、発注者、受注者協議の上、決定する。 　測定対象の化学物質：　 　　ホルムアルデヒト、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン
Ｆ．工事写真の撮影時期、内容、枚数等は下記のとおりとする。 　測定方法：　　　 　　　　　アクティブ法により採取し，HPLC法，GC法により測定
　１）着工前：工事に先立ち、敷地及び周辺の道路、建築物、工作物の現況を撮影する。 　測定対象室及び測定箇所数： 建設戸数の１０％以上で各住戸２室以上とする。
　２）工事中：①黒板（白板）に所定事項を明記し、工事の進捗状況を撮影記録すると共に、特に施工後隠ぺい
  　　　　　　　又は埋設される部分は、被写体に幅広テープを添えて撮影する。
　　　　　　　　記載事項：件名（工事名）、名称（工程）、位置、工程、備考、撮影年月日
　　　　　　　②監督職員の指示により、適宜提出する。
　３）完成時：外部、内部ともカラーで撮影し、箇所、枚数は監督職員指示による。　
※ デジタルカメラの撮影素子の有効画素数は100万画素を標準とする。

＜工事現場管理＞
1.3.1 施工管理 * 主任技術者・監理技術者の設置その他の主任技術者・監理技術者に関する制度の運用については、「監理技術

　者制度運用マニュアル」（平成２８年１２月１９日付け国土建第３５２号国土交通省土地・建設産業局建設業
　課長通知）によるものとする。 愛知県建設部建築局公営住宅課

項 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項 項 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

一級建築士事務所
株式会社　黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627
上郷住宅電気工事（第１・２工区）

図面番号

No.Ｅ-Ａ一級建築士登録番号　307737号
建築士氏名　安東　広晶 印
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*１：昇降路築造工事、各階出入口の穴開け明け工事、乗場関係機器取付後の出入口壁床仕上工事、ピット内

 　　防水工事及び排水設備工事のことをいう。

*２：動力用照明用の電源引込み工事及び結線工事昇降路ピット内点検用コンセント設備工事、昇降路の煙感知

 　　器設置工事、遠隔監視メンテナンス用電話配管・配線工事のことをいう。

※

※

※

※

汚
水
処
理
場

※

※

※

※

※

※エ レ ベ ー タ ー 関 連 工 事 （ 建 築 ） * １

エ レ ベ ー タ ー 関 連 工 事 （ 建 築 ） * ２ ※

同 上 結 線 及 び 調 整 ※

※

※

※同 上 用 リ レ ー 及 び 盤

水 道 用 集 中 検 診 配 管 配 線

液 面 電 極 棒 フ ロ ー ト ス イ ッ チ

※

※

※

※

※ ※

機 械 室 床 の 穴 明 け 及 び 穴 埋 め 工 事 ※

※※

※

※

※設 備 関 係 取 合 せ 部 内 装 穴 開

建

築

給

排

水
　項　　目

化 粧 キ ャ ビ ネ ッ ト

ク ー ラ ー 用 ス リ ー ブ

水 槽 （ 高 架 ， 受 水 ） 架 台

フ ロ ア ー ド レ イ ン ・ ル ー フ ド レ イ ン

居 室 ・ 浴 室 ・ 換 気 レ ジ ス タ ー

設 備 ス リ ー ブ 構 造 体 補 強

設 備 ス リ ー ブ 防 水 処 理

排 水 枡

竪 樋 （ 横 引 き 管 共 ）

機 械 用 基 礎

設 備 ス リ ー ブ 箱 入

杭 頭 処 理 及 び 補 強

照 明 器 具 穴 明 及 び 補 強

　工事区分　
外

構

電

気

ガ

ス
※

※

※

※

※

※

※

※※※

※

※
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＜工事検査及び技術検査＞ * 仮囲い： ・設置する  ※設置しない
1.6.2 技術検査 * 中間技術検査： ☉行わない   ・行う（実施回数：　　　　、実施時期：　　　　　　　） 　仮囲いの構造： ※成型鋼板（H=3.0ｍ）  ・波型カラー鉄板（H=1.8ｍ）
＜完成図等＞ 　仮囲いの位置： 図面による
1.7.2 完成図 Ａ．完成図の種類は次のとおりとし、工事完了前に、Ａ１判又はＡ２判で作成し、監督職員に提出する。 * 工事用道路、工事用水、排水及び特殊仮設：

　１）配置図　　　２）平面図・求積図　　　３）その他［　　　 　　　］ 監督職員事務所等 Ａ．監督職員事務所
Ｂ．次の図面を監督職員の指示によりマイクロフィルム作成を行うと共に、第二原図（ＰＰＣ用ポリエステル * 監督職員事務所： ・設ける  ※設けない
　　サンド和紙　同等品）Ａ３版を作成し、監督職員に提出する。 * 規模： ・10  ※20  ・35  ・65  ・100 ㎡程度
　１）設計図（変更設計図を含む）　　　２）完成図 * 標準仕上げ
Ｃ．完成図のＣＡＤデータ 　１）床： 合板張り又はビニル床シート張り
　※提出する（　・愛知県電子納品運用ガイドライン（案）に基づく　　※監督職員との協議による） 　２）壁、天井： 合板又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルジョインペイント塗り
　・提出しない * 設備、備品等

　監督職員の指示を受け、電灯、給排水その他の設備を設け、必要に応じて次の備品を置く。
1.7.3 保全に関する資料 * 保全に関する資料　提出部数： ※発注者用２部＋入居者用（　　　）部　　　・（　　　）部 　１）標準備品：机、いす、書棚、行事予定表、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、懐中電灯、寒暖計、安全帯、

　　　　　　　　衣類ロッカー、受注者加入の電話子機、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具
■その他■ 　２）選択備品： ・パソコン  ・プリンター  ・ＦＡＸ  ・複写機  ・インターネット設備
提出書類 * 次の書類を監督職員に提出する。 * 監督職員事務所の電気、水道、ガス及び電話の使用料並びに便所の清掃料などは受注者の負担とする。

　１）使用資材（機材）一覧　　 Ｂ．受注者事務所その他
　２）建築工事事務の手引等によるもの * 建設に係る区域内に、受注者の仮設事務所、現場作業所及び仮設便所等を設置できる。設置する場所は、

火災保険等 * 保険の期間は、工事の目的物の引渡し日までとする。（特に定めのない限り契約上の完成期日経過後14日間と 　仮設建物の位置、規模及び設置期間について仮設計画図に記入の上、事前に監督職員の承諾を受ける。
　する。）保険の種類は「愛知県建築工事に係る火災保険等の加入方法」により、保険金受取人（被保険者）は * 工事ＰＲ看板（愛知県建設部「ＰＲ看板設置要綱」による）： ・設置する   ※設置しない
　受注者とする。 * 設置にあたっては「公営住宅建設工事に係るＰＲ看板設置について」により、設置状況について報告書を監督

常備図書 * 工事現場には次の図書を常備する。 　職員に提出する。
　　公共住宅建設工事共通仕様書〔平成２８年度版〕（「機材の品質・性能基準」を含む。） 建設現場標識の設置 * 建設現場標識： ※設ける  ・設けない  ・他工事と共同設置
　　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）〔平成２８年版〕　（以下「標準図」という）

建設業退職金共済制度 * この制度の趣旨に該当しない場合は、その旨を監督職員に文書により通知し承諾を得て、建設業共済組合への
　加入及び掛金収納書の提出を省くことができる。

施工体系図の掲示 *下請契約を締結する場合においては、下請金額に関わらず施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者及び公
　衆が見やすい場所（仮囲いなど）に掲示する。

各種調査への協力 * 本工事が、公共事業労務調査、共通費実態調査等の対象工事となった場合は必要な協力をすること。
* 本工事における木材利用状況に関する調査に協力をすること。

工事中の安全管理 * 工事中の建築物その他工作物又は施設については、東海地震注意情報が発表された場合、安全対策を講じた
　上で、原則として工事を中止する。

工事コスト調査の協力 * 本工事が低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、工事完了時に県が行なう工事コスト調査に協力
　しなければならない。なお、コスト調査における作業内容等については別途、監督職員の指示による。また、
　本工事の一部を下請けする場合は、下請負者についても工事コスト調査等の協力を得ること。

光熱水費 * 施設管理開始までの電気、水道、ガス等の料金（基本料金を含む）は、協議の上、各工事受注者が負担する。
特定住宅瑕疵担保責任 * 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」に基づく、保険への加入又は保証金の供託：

　　・要する　　　※要しない
工程表･工事費内訳明細書 * 愛知県公共工事請負契約約款第３条第１項に規定する工事費内訳明細書及び工程表は、

　発注者から請求があった時に提出すること。
騒音・振動対策 * 「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達）」及び関連法規の規定を厳守し施工

　する。また、騒音規制法、振動規制法の規制の対象となる作業（特定建設作業）及び下記に指定した建設機械
　については、「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（建設大臣告示）により指定された建設機
　械を使用する。
　　作業名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設機械名：
　　作業名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設機械名：

排出ガス対策型建設機械 * 排出ガス対策型建設機械の適用： ※　有り  ・　なし
　（対象機種：バックホウ、車輪式トラクターショベル、ブルドーザー、発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニッ
　　ト、ローラー類、ホイルクレーン（いずれもディーゼルエンジン出力7.5～260KW））
　　　（対象規制値：排出ガス対策型建設機械指定要領（国土交通省総合政策局）の別表１（１次基準値））

貨物自動車等の車種規制 　貨物自動車等の車種規制制非適合車の使用抑制等に関する要綱
　（http://www.pref.aichi.jp/kankyo/taiki-ka/car/yoko/）
* 工事場所が「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」の規制対象地域内においては、「貨物自動車等の車種規制非適合車の
　使用抑制等に関する要綱」（愛知県）に基づき、対象地域外からの流入車も含め、車種規制非適合車の使用
　抑制に努めるものとする。

特定特殊自動車の燃料 * 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定
　特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油（ガソリンスタンド等で販売されている軽油を
　いう）を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められ
　た場合、提示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等
　に関係法令等を遵守させるものとする。

工事の下請負 * 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
　１）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
　２）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
　３）下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
　４）下請負者が愛知県の競争入札参加資格者である場合には、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく
　　　指名停止期間中でないこと。
　５）下請負者は、「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に掲げる排除措置の措置
　　　要件に該当しない者であること。

施工体制 * 施工体制については「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き（案）」によること。
* 建設業法第24条の７第１項の規定により作成した施工体制台帳（同項の規定により記載すべきものとされた事
　項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。）の写しを監督職員に提出すること。
　（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条）

現場代理人 * 現場代理人においては、受注者との直接的な雇用関係があること。
事故報告 * 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を監督職員に速

　やかに提出すること。

■２章 共通工事■
＜仮設工事＞
2.1.1 一般事項 ※ この節は、公共住宅建設工事共通仕様書(建築編)２章「仮設工事」による。

足場その他 * 定置する足場、桟橋、リフト等の設置： ※建築工事  ・本工事  ・別契約工事
　足場： （幅： ・0.9  ※1.2 ｍ）手すり先行工法 
* 工事で設置する足場については、「公共住宅建設工事共通仕様書(建築編)」の「2.2.4足場その他」の(b)の規定
　のほか、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省平成21年4月）により、「働きやすい安心
　感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、
　解体又は変更の作業は「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(２)手すり据置き方式
　又は(３)手すり先行専用足場方式により行うこと。
* 屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971(屋根工事用足場及び施工方法)に基づき、
　建方作業台、渡り廊下、墜落防護さく等を設置する。

愛知県建設部建築局公営住宅課

項 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項 項 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

一級建築士事務所
株式会社　黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627
上郷住宅電気工事（第１・２工区）

図面番号

No.Ｅ-Ｂ一級建築士登録番号　307737号
建築士氏名　安東　広晶 印

電気工事特記仕様書２
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《建設現場標識 例》

工事名　　　 ○○住宅建築工事（第○工区）
　　　 　　　 　○○住宅電気工事（第○工区）
　　 　　　 　　・・・・・・・・
　　　　  　　　・・・・・・・・
工　期 　　 　平成○年○月○日から
　　 　　 　　　平成○年○月○日まで
発注者　 　　愛知県建設部建築局公営住宅課
工事監理者　○○○○○
工事施工者　○○建設株式会社
 　　　　　　　　○○設備株式会社
　　　　　 　　　・・・・・・・・
　　　　 　　　　・・・・・・・・
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■電気編 ２章 共通工事■ 1.15.4 電力変換装置 * 定格直流電圧： ※図面による  ・（　　　　　）
＜塗装工事＞
2.7.1 一般事項 * 金属管の塗装箇所：屋内見えがかり部分（機械室、ＥＰＳ等は除く）の屋内露出配管及び屋外露出配管は 1.15.7 盤内器具 * 電気自動車用急速充電装置の主要器具の表示： ・標準図（機器の図記号及び文字記号）による

　　　 　 　　　　　原則として塗装する。 　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・JEM1090による基本器具番号  ・図面による
* 溶融亜鉛めっきの種別： ※ＨＤＺ３５  ・（　　　　　）

1.15.8 状態警報表示項目 * 移報用の遠方監視用接点： ・設ける  ※設けない
* 建物外壁貫通部等水密を要する箇所に用いるスリーブ及び防水鋳鉄管 ：（　　　　　　　） ＜電熱装置＞

1.16.1 一般事項 * 形式 ・標準図（電力48）による  ・（　　　　　）
*インサートの許容引抜荷重 ： ※表2.10.1による　　　・図面による　　　・（　　　　　）

1.16.3 発熱線等 * 発熱線： ・第2種発熱線  ・第4種発熱線
■電気編 ２編 電力設備工事■ ＜雷保護装置＞

1.17.2 突針支持管及び取付金物 * 突針の支持管： ・標準図（電力56）による  ☉（　図面による　）
■電気編 １章 機　材■

＜電線保護物類＞ 1.17.3 試験用接続端子箱 * 形式等： ・標準図（電力59）による  ☉（　図面による　）
1.2.6 プルボックス *形式等： ・標準図（電力49）による  ・（　　　　）

*接地端子座の形状等： ☉標準図(電力62)(1)(a)､(b)、(c)による  ・図面による  ・（　　　　） 1.17.4 引下･避雷導線の接続金物 * 引下げ導線の構造体への接続金物： ・標準図（電力58）による  ☉（　図面による　）
＜接　　地＞

1.2.7 金属ダクト *形式等： ・標準図（電力51）による  ・（　　　　） 1.18.1 接地端子箱 * 形式等： ☉標準図（電力61）による  ・（　　　　　）

1.2.8 金属トラフ *形式等： ・標準図（電力52）による  ・（　　　　） 1.18.2 接地鋼板 * 形式等： ・標準図（電力63）による  ☉（　図面による　）
*接地端子座の形状等： ・標準図(電力62)(1)(a)､(b)、(c)による  ・図面による  ・（　　　　）

1.18.3 接地棒 * 形式等： ☉標準図（電力64）による  ・（　　　　　）
1.2.9 ケーブルラック *形式等： ・標準図（電力53～55）による  ・（　　　　）

*接地端子座の形状等： ・標準図(電力62)(1)(a)､(b)、(c)による  ・図面による  ・（　　　　） 1.18.4 接地極埋設標 * 形式等： ☉標準図（電力65）による  ・（　　　　　）
＜照明器具＞ ＜外線材料＞
1.4.1 一般事項 *記号及び形式： ☉標準図（電力1～24）による  ・（　　　　） 1.19.6 ﾏﾝﾎｰﾙ､ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ､埋設標* 形式等： ☉標準図（電力66～70）による  ・（　　　　　）

* ﾌﾞﾛｯｸﾏﾝﾎｰﾙ及びﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙの荷重、土圧等の構造条件： ☉標準図（電力69）による  ・（　　　　　）
1.4.2 構造一般 *1.5㎏を超えるダウンライトの構造： ☉標準図（電力27）による  ・（　　　　） * 埋設標： ☉標準図（電力75）による  ・（　　　　　）

*照明用ポール　 配線用遮断器（引外し装置なし）　　　　 ・設ける  ・設けない　 ＜機材の試験＞
 　　　　　　　 カットアウトスイッチ（素通しヒューズ） ・設ける  ・設けない 1.20.1 試　験 * 過電流警報装置の試験：（　　　　　　　　）

* 散水試験を行う機材： ・分電盤  ・ＯＡ盤の分電盤部  ・実験盤  ・制御盤
1.4.3 部 品 *安定器の定格入力容量： ☉標準図（電力2）による  ・（　　　　　）以下

■電気編 ２章 施　工■
1.4.4 光源 *光源色： ・３波長域発光形昼白色  ・３波長域発光形電球色  ・図面による  ・（　　　　　） ＜共通事項＞
＜防災用照明器具＞ 2.1.10 電線等の防火区画等の貫通 * 金属ダクトが防火区画等を貫通する場合の詳細： ☉標準図（電力28）による  ・（　　　　　　　）
1.5.1 一般事項 *型式等： ☉標準図（電力1、2、9～17）による  ・（　　　　　）
＜照明制御装置＞ 2.1.11 延焼防止処置を要す床貫通 * 延焼防止処置を要する箇所： ☉標準図（電力29）による  ・（　　　　　　　　　）
1.6.1 一般事項 *型式等： ☉標準図（電力2、7）による  ・（　　　　　）
＜照明制御盤＞ 2.1.12 管路の外壁貫通等 * 構造体を貫通し、直接屋外に通ずる管路の処置： ☉標準図（電力74）による  ・（　　　　　）
1.7.1 一般事項 * 照明制御盤の機器構成の分散： ※図面による  ・なし  ・あり

2.1.13 耐震施工 * 横引き管等の耐震支持： ・ＳA種  ・Ａ 種  ・Ｂ種   ・（　　　　　）

1.7.4 監視操作装置 * 外部出力端子の種別： ※図面による  ・（　　　　　） * 建物引込部の配管の耐震処置を行う配管の措置：     ☉標準図（電力35）による  ・（　　　　　）
＜分電盤＞ * 建物のエキスパンションジョイント部の配線の措置： ☉標準図（電力36～39）による  ・（　　　　　）
1.8.1 一般事項 *種別： ☉標準図（電力40）による  ・（　　　　　） ＜金属管配管＞

2.2.7 位置BOX､ｼﾞｮｲﾝﾄBOX * 位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分
1.8.2 構造一般 *ガタースペースの寸法： ☉標準図（電力41）による  ・（　　　　　）   天井ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ埋込： ☉図面による  ・大型四角及び八角ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ深さ75㎜又は54㎜  ・（　　　　　）

  二重天井隠ぺい： ☉図面による  ・中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ深さ36㎜  ・（　　　　　）
1.8.3 キャビネット * 屋内用キャビネット種別： ※鋼板  ・ステンレス鋼板  ・図面による   ｺﾝｸﾘｰﾄ壁、ﾌﾞﾛｯｸ壁埋込み： ☉図面による  ・中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ深さ36㎜  ・（　　　　　）

　その他、特に腐食等を考慮すべき場所での使用：（　　　　　　　　　　　　　　　）   木造壁､内装ﾊﾟﾈﾙ壁： ☉図面による  ・ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ深さ30㎜､中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ深さ36㎜  ・（　　　　）
* 接地端子座の形状等： ☉図面による  ・（　　　　） ＜金属樹脂管配線PF管，CD管＞

2.3.7 位置BOX､ｼﾞｮｲﾝﾄBOX * 位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分
1.8.6 器具類 * 積算計器   計量法による検定付き： ※適用する  ・適用しない   天井ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ埋込： ☉図面による　・大型四角及び八角ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ深さ75㎜又は54㎜　・（　　　　）

* 低圧用ＳＰＤ   低圧用SPDクラスⅡの性能： ※表1.8.10による  ・（　　　　）   二重天井隠ぺい： ☉図面による　　・中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ深さ36㎜　　・（　　　　　）
　　　 　　　　　低圧用SPDクラスⅠの性能： ※図面による      ・（　　　　　）   コンクリート壁、ブロック壁埋込み： ☉図面による　・中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ深さ36㎜　　・（　　　　）
*電力計測装置　　計測回路数：　　　 ※図面による  ・（　　　　　）   木造壁､内装ﾊﾟﾈﾙ壁： ☉図面による  ・ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ深さ30㎜､中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ深さ36㎜ ・（　 　 　）
 集中監視部      信号回線数：　　　 ※図面による  ・（　　　　　） ＜バスダクト配線＞
　　　　　　　　 信号種別：　　　　 ※図面による  ・（　　　　　） 2.9.2 バスダクトの敷設 * エキスパンションバスダクト： ※設ける  ・設けない  ・図面による  ・（　　　　　）
　　　　　　　　 外部出力端子種別： ※図面による  ・（　　　　　） ＜ケーブル配線＞
 変成器   　　   定格電流：　　　　 ※図面による  ・（　　　　　） 2.10.1.4 ちょう架配線 * ちょう架配線： ・標準図（電力30）による  ・（　　　　　）
 表示器：       ・設ける  ・設けない  ・図面による
 過電流警報装置の品質及び性能：　　　※図面による ・（　　　　　） 2.10.1.5 二重天井内配線 * ケーブルを二重天井内に敷設する場合： ・標準図（電力31）による  ・（　　　　　）

＜耐熱形分電盤＞
1.9.1 一般事項 * 形式： ・標準図（電力40）による  ・（　　　　） 2.10.1.7 垂直ケーブル配線 * 配線室等において、ケーブル頂部を構造体に固定し、垂直につり下げて配線する垂直ケーブル：
＜ＯＡ盤＞ 　　　　　　　　 　☉標準図（電力32）による　　　・（　　　　　）
1.10.1 一般事項 * 形式： ・標準図（電力42）による  ・（　　　　）

2.10.1.9 テープケーブル配線 * 平形保護層工事に使用する附属品： ・平形保護層  ・ジョイントボックス　・差込接続器  ・（　　　　）
1.10.2 構造一般 * 端子盤部の寸法： ・標準図（通信3、4）による  ・（　　　　） ＜地中配線＞

2.12.3 マンホール等の敷設 * マンホール、ハンドホールの構造及び性能： ☉標準図（電力68～70）による  ・図面による　・（　　　　）
1.10.3 キャビネット * 通気口（端子盤部）：     ・設置する  ・設置しない 　鉄蓋の構造及び性能：中耐重型（ただし、道路又は駐車場では重耐重型とする）

* 冷却用ファン（端子盤部） ・設置する  ・設置しない * ふたの材質： 鋳鉄製
＜実験盤＞
1.11.1 一般事項 * 形式： ・標準図（電力43）による  ・（　　　　） 2.12.4 管路等の敷設 * 管と建物との接続部：   ☉標準図（電力74）による  ・（　　　　　）
＜開閉器箱＞ * 架空配線からの引込み： ☉標準図（電力76）による  ・（　　　　　）
1.12.1 一般事項 *形式： ・標準図（電力44）による  ・（　　　　） * 地中配線（高圧及び低圧幹線以外）の標識シート等： ※設置する  ・設置しない
＜制御盤＞ * 標識ｼｰﾄ： ※低圧幹線、高圧又は特別高圧の地中配線に設ける
1.13.1 一般事項 * 形式等： ・標準図（電力45～47）による  ・（　　　　）   　　　　　・低圧幹線、高圧又は特別高圧以外の地中配線に設ける

1.13.3 キャビネット * 屋内用キャビネット種別： ※鋼板  ・ステンレス鋼板  ・図面による 2.12.5 ケーブルの敷設 * 埋設標の敷設： ☉標準図（電力75）による  ・（　　　　　）
　その他、特に腐食等を考慮すべき場所での使用：（　　　　　　　　　　　　　　　）
*設置端子盤の形状等： ※図面による  ・（　　　　　）

1.13.6 器具類 * 主要器具の表示： ・標準図（機器の図記号及び文字記号）による：（　　　　　　）
   　　　　　　　　・JEM1090「制御器具番号による基本器具番号（　　　　　）  ・図面による

＜電気自動車用充電装置＞
1.15.1 一般事項 * 装置種別： ・電気自動車用急速充電装置  ・電気自動車用普通充電装置（定格電圧：　　　　　）

1.15.3 キャビネット * 材質： ※図面による  ・鋼板  ・ステンレス鋼板 愛知県建設部建築局公営住宅課
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特記仕様書 平成２９年６月１日改訂（公営住宅課改訂版）

＜接　地＞ 1.1.7.1 燃料油等 * 燃料油　軽油： ・１号  ・２号  ・３号  ・特３号  （JIS K 2204）
2.13.14 接地極位置等の表示 * 接地極埋設標： ☉標準図（電力65）による  ・（　　　　　） 　　 　　 重油： ・１種(A種)１号  ・１種(A種)２号  （JIS K 2205）
＜電灯設備＞
2.14.1 配線 * 屋内配線から分岐して照明器具に至る配線及び照明器具電源送り配線： ☉標準図（電力25～27）による 1.1.8 配管材料等 * 燃料、冷却水、排気、始動用空気、換気ﾀﾞｸﾄ等の主要配管材料： （　　　　　　）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（　　　　　　） ＜ガスエンジン発電装置＞
1.2.5 配電盤 * 外部用端子： ・設ける　　　・設けない

2.14.3 機器の取付け及び接続 * 背面形式： ☉標準図（電力2）による  ・（　　　　　） * 表1.2.3の*印のうち、適用するもの： （　　　　　）　　　　　　 
* ダウンライト器具の取付け： ・標準図（電力27）による  ・（　　　　　）

＜動力設備＞ 1.2.6.5 排気ガス処理装置等  *原動機の排気ガスの窒素酸化物の規制値： （　　　）以下
2.15.1 配線 * 電動機への配線のうち電動機端子箱に直接接続する部分： ☉標準図（電力33）による  ・（　　　　　）

* 電極棒への配線： ☉標準図（電力34）による  ・（　　　　　） 1.2.7.1 燃料ガス等 * 燃料ガス： ・天然ガス系都市ガス「13A」  ・天然ガス系都市ガス「12A」
＜雷保護設備＞ ＜ガスタービン発電装置＞
2.17.2 受雷部 * 突針支持管及び取付金具の取付け： ・標準図（電力56）による  ☉（　図面による　） 1.3.4.5 部品等 * 潤滑油系統の配管に設ける冷却器： ※空冷式  ・水冷式

* 受雷部の構成部材相互及び引下げ導線との接続：
　※標準図（電力57）による  ・溶接  ・圧着  ・ねじ締め  ※ﾎﾞﾙﾄ締め  ・（　　　　） 1.3.5 配電盤 * 外部用端子： ・設ける　　　・設けない

* 表1.3.2の*印のうち、適用するもの： （　　　　　）　　　　　　 
2.17.3 引下げ導線 * 鉄骨及び鉄筋との接続等： ※標準図（電力58）による ・溶接 ・圧着 ・ねじ締め ※ﾎﾞﾙﾄ締め ・（   　　）

1.3.7.1 燃料油  　　　　 軽油： ・１号  ・２号  ・３号  ・特３号  （JIS K 2204）
2.17.4 接地極 * 板状接地極、垂直接地極及び放射状接地極（水平接地極）： ☉標準図（電力60）による  ・（　　　　　） 　　　　　重油： ・１種(A種)１号  ・１種(A種)２号  （JIS K 2205）

* 環状接地極及び網状接地極： ☉標準図（電力60）による  ・（　　　　　） ＜マイクロガスタービン発電装置＞
＜施工の立会い及び試験＞ 1.4.1 一般事項 * 発電出力200kw超のマイクロガスタービン： ※図面による  ・（　　　　　）
2.18.2 施工の試験 * 接地抵抗測定（構造体接地、環状接地、網状接地、基礎接地の場合)： 時期（　　　　） 回数（　　　　） * 運転方式　系統連系しないもの： （　　　　　）

* 照度測定（一般照明）： ※行う  ・行わない * 原動機の防音パッケージ周囲１mにおける運転音： ※70dB(A)以下  ・（　　　　　）

■電気編 ３編 受変電設備工事■ 1.4.3 発電機 * 逆変換装置の出力電気方式： ・三相3線式  ・単相3線式  ・単相2線式

■電気編 １章 機　材■ 1.4.4 原動機 * マイクロガスガービンの排熱と蒸気又は排ガス吸収式の組合せ： （　　　　　）
＜キュービクル式配電盤＞
1.1.3 キャビネット * キャビネット： ・鋼板製  ・ステンレス製 1.4.5 制御装置 * 保安装置の外部用端子： ・設ける　　　・設けない

＜燃料電池発電装置＞
1.1.5 盤内器具類 * 積算計器  計量法による検定付き： ※適用する  ・適用しない 1.5.1 一般事項 * 燃料電池発電装置（出力10KV以上）： ※りん酸形燃料電池  ・（　　　　　）
＜高圧スイッチギヤ＞ * 運転方式　系統連系しないもの： （　　　　　）
1.2.2 構造一般 * 高圧スイッチギヤの形： ・ＣＸ形  ・ＣＷ形　・ＰＷ形 * 運転時間： （　　　　　）

* 設置条件（温度）： ※ 1.5.1(f)(1)、(2)による  ・（　　　　　）
1.2.4 導電部 * 定格電流： （　　　　　　　）　　定格短時間耐電流： （　　　　　　　）
＜低圧スイッチギヤ＞ 1.5.3 燃料電池装置  *燃料電池装置の出力電気方式： ・三相3線式  ・単相3線式
1.5.2 構造一般 * 低圧スイッチギヤの形： ・ＣＸ形  ・ＣＳ形  ・ＣＷ形  ・ＦＷ形

1.5.3.2 制御装置 * 遠方監視用端子： ・設ける　　 　　・設けない
1.5.4 導電部 * 定格電流： （　　　　　　　）　　定格短時間耐電流： （　　　　　　　） * 表1.5.3の*１印のうち、適用するもの： （　　　　）
＜22/33kV特別高圧ｽｲｯﾁｷﾞﾔ＞ ＜太陽光発電装置＞
1.8.2 構造一般 * スイッチギヤ： ・ＣＸ形　・ＣＷ形　・ＰＷ形　・ＭＷ形 1.7.1 一般事項 * 太陽光発電装置： ※系統連系形  ・（　　　　　）　　　　　自立運転： ・行う  ※行わない
＜高 圧 機 器＞
1.10.1 交流遮断器 * 操作方式： ・図面による  ・手動ばね操作方式  ・電気操作方式（・電気ばね ・電磁 ） 1.7.2 太陽電池アレイ * 公称出力： ※図面による  ・（　　　　　）

1.10..3 高圧進相コンデンサ * 絶縁方式： （　　　　　　　　　　　　） 1.7.3 接続箱 * 低圧用SPDの性能： ※表1.7.2による  ・（　　　　　）

1.10.4 直列リアクトル * 直列リアクトル： ・図面による  ・油入れ  ・モールド 1.7.4 パワーコンディショナ等 * 交流出力電圧： ・100Ｖ  ・200Ｖ　　　　　出力電気方式： ・三相3線式  ・単相3線式  ・単相2線式
* 最大許容電流値を超過する場合： （　　　　　　　） * 遠方監視用端子： ・設ける   　・設けない

＜風力発電装置＞
1.10.8 高圧負荷開閉器 * 引込柱： ・図面による  ・避雷器内臓  ・避雷器非内臓 1.8.1 一般事項 * 定格出力20kW以上の風力発電装置： ・図面による  ・（　　　　　）
＜絶縁監視装置＞ * 系統連系： ・有　　　・無
1.13.3 キャビネット * キャビネット： ※鋼板製（厚さ1.6㎜以上）  ・ステンレス製（厚さ1.2㎜以上）

1.8.2 風車発電装置 * 風車のスケール材質、形状等： 図面による
1.13.5 性能 * 低圧回路の監視性能　絶縁の経時変化の表示： ・有　　　・無 * 機側１mにおける運転音： ※80dB（A）以下  ・（　　　　　）

■電気編 ２章 施　工■ 1.8.3 制 御 盤 * 移報用の遠方監視用接点： ・設ける　　※設けない
＜据付け＞ ＜小出力発電装置＞
2.1.1 キュービクル式配電盤等 * 基礎： ・標準図（受変電1）による  ・（　　　　　） 1.9.4 小形燃料電池発電装置 * 出力電圧： ・100Ｖ  ・200Ｖ　　　　　出力電気方式： ・単相2線式  ・単相3線式  ・三相3線式

＜機材の試験＞
■電気編 ４編 電力貯蔵設備工事■ 1.10.1.2 原動機の試験 * 原動機の試験　ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、ﾏｲｸﾛｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ以外で1.10.1.2(ヘ)(ⅱ)の過負荷試験を除く原動機：（　　　　　）

■電気編 ２章 機　材■ ■電気編 ２章 施　工■
＜直流電流装置＞ ＜発電設備の据付け＞
2.1.7 盤内器具類 * 盤に取付ける器具の表示： ・標準図（（機器の図記号及び文字記号）による  ・図面による 2.1.1 耐震処置 * 地震力： ※図面による  ・（　　　　　）

 　　　　　　　　　　　　　・JEM1090による基本器具番号  ・JEM1093による基本器具番号　　
2.1.6 主燃料槽等 * 主燃料槽の据付け：   ・標準図(発電3)による  ・（　　　　　）

■電気編 ５編 発電設備工事■ * 燃料小出層の据付け： ・標準図(発電6)による  ・（　　　　　）

■電気編 １章 機　材■ 2.1.7.1 配管一般 * 横引き管等の耐震支持： ・標準図(電力35)による  ・（　　　　　）
＜ディーゼル発電装置＞ * 建築の構造体が免震構造、制震構造等： ※該当しない  ・該当する（横引配管の耐震支持：　　　　　）
1.1.4.2 性能 * 発電装置の運転時間： ※図面による  ・（　　　　　） * 耐震安全性の分類（表2.1.2）： ・一般の施設  ※特定の施設

* 排気ガス排出規制： （　　　　　　　） * 配管識別の方法： ・標準図(発電9)による  ・（　　　　　）

1.1.4.7 共通台板 * 共通台板　共通台板のストッパの耐地震力： ※図面による  ・（　　　　　） 2.1.7.2 燃料系統配管 * 埋設標の仕様： ・標準図(電力125)による  ・（　　　　　）

1.1.5.3 保安装置 * 外部用端子： ・設ける　　　・設けない 2.1.7.5 排気系統配管 * ３方向のストッパ：       ・標準図(発電7)による  ・（　　　　　）
* 表1.1.7の*印のうち、適用するもの： （　　　　　）　　　　　　 * 排気管の断熱材（屋内）： ※ロックウール等厚さ75mm以上  ・（　　　　　）

* 排気管と煙突の接続：     ・標準図(発電8)による  ・（　　　　　）
1.1.6.1 一般事項 * 適用機器等： ※図面による  ・（　　　　　）

1.1.6.3 ラジエータ、冷却塔等 * 冷却水： ※水道水  ・（　　　　　）

1.1.6.4 主燃料槽等 * 主燃料槽の寸法等： ・標準図（発電1）による  ・（　　　　　　　）　
* 燃料小出槽： ※鋼板製  ・ステンレス鋼板製  ・標準図（発電5）による  ・（　　　　　）
* 給油ボックス等： ・標準図（発電4）による  ・（　　　　　）　
* キャビネット： ※ステンレス製厚さ1.2㎜以上  ・鋼板製厚さ1.6㎜以上

1.1.6.5 排気棄ガス処理 * 原動機の排気ガスの窒素酸化物の規制値： （　　　）以下
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＜施工の立会及び試験＞ * 発光ダイオード式表示盤　外箱： ※鋼板製  ・ステンレス鋼板製
2.7.6 風力発電設備の試験 * 表2.7.5「施工の試験」の*印のうち、適用するもの： （　　　　　　） * 表示面の性能　画素ﾋﾟｯﾁ、画面ｻｲｽﾞ、輝度、表示画像、全画面ﾄﾞｯﾄ数、その他（　　　 　）

■電気編 ６編 通信・情報設備工事■ 1.7.3 出退表示装置 * 形式等： ・標準図(通信9～12)による  ・（　　　　　）
* 制御装置及び中継増幅器の外箱（埋込みの場合）： ※鋼板製1.6㎜以上  ・（　　　　　）

■電気編 １章 機　材■ * 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ式の場合の外箱： ※鋼板製  ・合成樹脂製
＜配線器具＞
1.3.2 光コネクタ * 光ファイバ接続コネクタ： ※ＳＣコネクタ  ・（　　　　　） 1.7.4.1 一般事項 * 形式等： ※図面による  ・（　　　　　）

1.3.3 ＢＮＣコネクタ * 同軸ｹｰﾌﾞﾙ接続ｺﾈｸﾀでJIS C 5412の仕様によらないもの（ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備、ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除設備以外）： 1.7.4.2 親時計 * 親時計の時刻補正の方式： （　　　　　　）
 （　　　　　           　　）

1.7.4.6 太陽電池式ﾎﾟｰﾙ形屋外時計* 内照式時計：　点灯時間（　　　　）時間　　　　　点灯保証日数（不日照時）（　　　　）日
1.3.4 電話用コンセント * 電話用コンセント： ☉6極2心用モジュラジャックを用いた自動落下式ふた付きコンセント  ・（　　　　） * 電波による時刻補正の方式： （　　　　　　）

* 電線接続： ・差込み式  ・（　　　　） ＜映像・音響装置＞
＜端子盤・機器収納ラック等＞ 1.8.3 スピーカ * 集合形スピーカ：　スピーカの性能（　　　　　　）　　　キャビネットの材質形状等（　　　　　　）
1.4.2 端子盤等 * 形式等： ・標準図(通信1、3、4)による  ・（　　　　　）

* 端子盤及び集合保安箱（屋内用キャビネット）： ※鋼板  ・ステンレス鋼板 1.8.4 プロジェクタ * 形式等： ・標準図(通信23～25)による  ・（　　　　　）

1.4.4 端子類 * 端子板： ・標準図(通信2)による  ・（　　　　　） 1.8.5 スクリーン * 形式等： ・標準図(通信23～25)による  ・（　　　　　）
* 端子盤及び集合保安箱（屋内用キャビネット）： ※24ポート  ・（　　　　　） * 透過型スクリーン： 光学加工を施す場合の形状等（　　　　　　）
* 端子盤及び集合保安箱（屋内用キャビネット）： ※12ポート  ・（　　　　　）

1.8.6.1 マイクロホン * ワイヤレスマイク： ・電波式（・アナログ方式　　・デジタル方式 ）  ・赤外線式
1.4.5 通信用ＳＰＤ * 通信用ＳＰＤの性能： ・カテゴリＣ２  ・カテゴリＤ１  ・（　　　　　）
＜構内情報通信網装置＞ 1.8.6.3 オーディオレコーダ * オーディオレコーダ　記憶容量： ※8時間以上録音  ・（　　　　　）
1.5.1 一般事項 * パケット転送能力（　　　　　）　　　フィルタリング能力（　　　　　）

  インターフェース種別（　　　　　）　　ポート数（　　　　　）　　　その他（　　　　　） 1.8.6.4 Blu-ray/DVDﾌﾟﾚｰﾔ等 * Blu-ray/DVDプレーヤ・レコーダ　記憶容量： ※8時間以上録画  ・（　　　　　）
* 音声、映像、監視データ等伝送用 通信プロトコル： （　　　　　） ＜拡声装置＞
* ＰｏＥ　ＰｏＥ方式による電力供給機器： （　　　　　） 1.9.1 一般事項 * 形式等： ・標準図(通信26～28)による  ・（　　　　　）
   １ポート当たりの電力供給機能： ・15.4Ｗ  ・30.0Ｗ
 　電力供給方式： ・エンドスパン方式  ・ミッドスパン方式 1.9.4 その他の機器 * ＦＭアンテナの品質、材質及び性能： ※図面による  ・（　　　　　）
* 無線ＬＡＮ　通信方式： ・１:１（対向通信ﾓｰﾄﾞ）  ・Ｎ:Ｎ（ｱﾄﾞﾎｯｸﾓｰﾄﾞ）  ・１:Ｎ（ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬﾓｰﾄﾞ） * ＦＭアンテナ特性：
　　　　　　  認証サーバの設置： ・設置する（仕様　　　　　　　　　）  ・設置しない 　素子数：５　　周波数帯域：76～90MHz　　動作利得：4.5dB以上　　
              その他の認証　（　　　　　）　　　　暗号化方式　（　　　　　） 　電圧定材波比：2.5以下　　半値幅：70度以下　　前後比：9dB以上
              周波数帯： ・2.4GHz帯  ・5GHz帯  ・2.4GHz帯/5GHz帯 ＜誘導支援装置＞
              規格： ・RCR　STD-33  ・ARIB　STD-T66  ・ARIB　STD-T71 1.10.1 一般事項 * 形式等： ・標準図(通信29～31)による  ・（　　　　　）
              最大伝送速度： ・11Mbps  ・54Mbps  ・600Mbps  ・6.9Gbps
              拡散方式： ・DS-SS  ・OFDM  ・MIMO-OFDM 1.10.2 音声誘導装置 * 検出部　検出方式： （　　　　　）
              収納架内部に収納するＵＰＳ： 電圧（　　　　　）　　　停電補償時間（　　　　　）

1.10.4 テレビインターホン * 撮像範囲を調整する機能： ☉設ける　　　・設けない
1.5.2 スイッチ * 基本性能： ｸﾞﾙｰﾌﾟ化 ｸﾞﾙｰﾌﾟ間の通信方式（　　　　　）　　ｽｲｯﾁﾝｸﾞ ﾊﾟｹｯﾄの遅延時間（　　　　　）

　　　　　　 Ｖ-ＬＡＮ　装置全体で構成可能なｸﾞﾙｰﾌﾟ数　（　　　　　　） 1.10.10 住宅情報盤装置 * 住宅情報盤装置の品質及び性能： ☉図面による  ・（　　　　　）
             ﾘﾝｸｱｸﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝ機能　束ねる物理的ﾘﾝｸ数 （　　　　　　　）　　
* 優先制御機能（ＱｏＳ）： （　　　　　　） 1.10.12 宅配ボックス装置 * 宅配ボックスの品質及び性能：   ・図面による  ・（　　　　　）
* ＰｏＥ機能　１ポート当たりの電力供給： ・15.4Ｗ  ・30.0Ｗ ＜テレビ共同受信装置＞
              電力供給方式： ・エンドスパン方式  ・ミッドスパン方式 1.11.1 一般事項 * 形式等： ☉標準図(通信32～40)による  ・（　　　　　）
              その他の機能： （　　　　　　）

1.11.2 機　器 * アンテナ（UHF、BS、110度CS）の形式等：   ☉図面による  ・（　　　　　）
1.5.3 ルータ * マルチキャスト機能（　　　　　　）　　　　　　暗号化機能（　　　　　　） * 分岐器、分配器、混合（分岐）器の形式等： ☉図面による  ・（　　　　　）

* ＰｏＥ機能 　１ポート当たりの電力供給： ・15.4Ｗ  ・30.0Ｗ * 直列ユニット、テレビ端子の形式等：       ☉図面による  ・（　　　　　）
               電力供給方式： ・エンドスパン方式  ・ミッドスパン方式 * 増幅器の形式等：　　　　　 　　　　　　　☉図面による　・（　　　　　）
               その他の機能： （　　　　　　） ＜テレビ電波障害防除装置＞
* プロトコル（ＷＡＮ接続時)： （　　　　　　） 1.12.1 一般事項 * 形式等： ・標準図(通信41、42)による  ・（　　　　　）

＜監視カメラ装置＞
1.5.5 ファイヤウォール * インタフェース： 種類（　　　　）  数量（　　　　）  対応可能な同時セッション数（　　　　） 1.13.1 一般事項 * 伝送方式： ・アナログ伝送方式  ・ネットワーク伝送方式　・アナログ伝送、ネットワーク伝送併用方式

　　　　　　　　　 処理能力（　　　　）  暗号化機能（　　　　）  その他（　　　　） * 通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙ（ﾈｯﾄﾜｰｸ伝送方式の場合）： ※ＴＣＰ/ＩＰ  ・（　　　　　）

1.5.6 時刻同期装置 * 時刻補正の方式： （　　　　　） 1.13.2 カメラ * レンズ交換形  区分： ・標準レンズ  ・広角レンズ  ・望遠レンズ
　　　　　　　　機能 （　　　　　　）　　　　 その他 （　　　　　　）

1.5.7 ネットワーク管理装置 * ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの仕様（ﾈｯﾄﾜｰｸ管理ｿﾌﾄｳｪｱ運用装置用）： （　　　　　） * レンズ一体形  区分 （　　　　　　）　　　　 機能 （　　　　　　）
* ﾈｯﾄﾜｰｸ管理ｿﾌﾄｳｪｱ運用装置の仕様： （　　　　　） * カメラへの電源供給方式： （　　　　　　）
* 基本機能以外の機能： ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ管理機能（　　　　　）　　　ＲＭＯＮ機能（　　　　　）　
　　　　　　　　　　　 ｵｰﾄﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘ機能 （　　　　　） 1.13.4 録画装置 * デジタル記憶媒体を増設できる外部接続インターフェイスの有無： ・図面による  ・（　　　　　）

* 時刻補正の方式： （　　　　　　）
1.5.8 機器収納ラック * 配線用遮断器： ※設けない　　・設ける
＜構内交換装置＞ 1.13.5 その他の機器 * 耐候形ハウジングに取り付けられるようにするもの： ・ワイパ  ・デフロスタ  ・ヒータ  ・ファン
1.6.1 一般事項 * 局線、内線並びに電源装置の実装及び容量： ・標準図(通信5)による  ・（　　　　　） * ネットワーク伝送方式における機器の監視操作部： 画面分割数 （　　　　　　）

* 局線　回線種別、使用回線数： ※図面による  ・（　　　　　） ＜駐車場管制装置＞
* 内線　回線種別、使用回線数： ※図面による  ・（　　　　　） 1.14.1 一般事項 * 形式等： ・標準図(通信43～45)による  ・（　　　　　）

1.6.2 交換装置 * 局線応答方式： ・局線中継台方式  ・分散中継台方式  ・ダイヤルイン方式 1.14.2 管制盤 * カウンタ制御の機能： （　　　　　　）
　　　　　　　　 ・ダイレクトインダイヤル方式  ・ダイレクトインライン方式  ・併用（　　　　　）
* ＩＰ-ＰＢＸ　呼制御プロトコル（　　　　　）　　　　ＶｏＩＰサーバ　呼の処理能力（　　　　　） 1.14.5 その他の機器 * 発行券： ・磁気式  ・ＩＣカード式  ・（　　　　）　　　　発券方式　（　　　　　　）

＜防犯・入退室管理装置＞
1.6.3 電源装置 * 停電補償時間： （　　　　　　　） 1.15.1 一般事項 *機器の時刻補正の方式　（　　　　　　）

1.6.4 局線中継台 * 仕様及び数量： ※図面による  ・（　　　　　　　　　） 1.15.2 制御装置 *入退室管理装置の制御装置機能　　　　　　　　　遠隔施解錠制御　（　　　　　　）
 スケジュール設定・制御　（　　　　　　）　　　記録機能　（　　　　　　）

1.6.5 電話機等 * 電話機： ・図面による　　　・下記による  照明・空調制御　（　　　　　　）　　　    　　防災・防犯等インテグレーション機能　（　　　　　　）
* ＩＰ電話機　ＰＣ接続インタフェース：   ・設ける　・設けない　  　ＡＣアダプタの数（　　　　）
* ＰｏＥ機能　１ポート当たりの電力供給： ・15.4Ｗ  ・30.0Ｗ
              電力供給方式： ・エンドスパン方式  ・ミッドスパン方式
              その他の機能： （　　　　　　）

1.6.7 ボタン電話装置 * 局線応答方式： ・分散中継台方式  ・ダイヤルイン方式   ・ダイレクトインダイヤル方式
　 　　　　　　　・ダイレクトインライン方式  ・併用（　　　　　）

＜情報表示装置＞
1.7.2 マルチサイン装置 * 形式等： ・標準図(通信7、8)による  ・（　　　　　）

* 操作制御部　スキャナ： ・設ける　　　・設けない
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1.15.3 認識部 *認識方法　（　　　　　　）
*ﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｯｸｽ照合装置のﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｸｽ情報等　　・指紋 　・静脈　 ・音声　 ・顔　 　・（　　　　）

1.15.4 その他の機器 *ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ　　通過処理能力（　　 　）　　構造（　 　　）　　材質（　 　　）　　その他（　 　　）
　　　　　　　 車椅子の通行可能機能　　　　　・有　　　・無

＜自動火災報知装置＞
1.16.4 副受信機・表示装置 *液晶ディスプレイ　　　画面サイズ、表示色数、形式等　　・図面による　　　・（　　　　　）
＜非常警報装置＞
1.18.1 一般事項 *非常放送装置で地震速報を行う場合　　・図面による　　　・（　　　　　）
＜機材の試験＞
1.21.1 試　験 *ＦＭアンテナの試験：　　　　　　　　　　・図面による　　　・（　　　　　）

*住宅情報盤及び宅配ボックスの試験：　　　・図面による　　　・（　　　　　）
*アンテナ（UHF、BS、110度CS）の試験：　　・図面による　　　・（　　　　　）
*分岐器、分配器、混合（分岐）器の試験：　・図面による　　　・（　　　　　）
*直列ユニット、テレビ端子の試験：　　　　・図面による　　　・（　　　　　）
*増幅器の試験：　　　　　　　　　　　　　・図面による　　　・（　　　　　）

■電気編 ２章 施　工■
＜地中配線＞
2.11.3 管路等の敷設 *地中配管に標識シート等を設ける場合　　　※図面による　　　・（　　　　　）
＜映像・音響設備＞
2.16.2 機器の取付け *天井埋込型スピーカの取付け：　・標準図(通信28)による　　・（　　　　　）
＜誘導支援設備＞
2.18.2 機器の取付け *宅配ボックス装置の据付け：
＜テレビ共同受信設備＞
2.19.2 機器の取付け *アンテナマストの取付け：　☉標準図(通信40)による　　・（　　　　　）

2.19.3 受信調査 *最上階床ｺﾝｸﾘｰﾄ打設直後の受信調査　　　※行う　チャンネル（　　　　）　　　・行わない
＜テレビ電波障害防除設備＞
2.20.2 事前調査 *事前調査を行う箇所数　（　　　　）　　　　　調査を行うチャンネル　（　　　　）
＜駐車場管制設備＞
2.22.2 機器の取付け *光線式検知器　　投受光器　　間隔（　　　　　）　　　取付け高さ（　　　　　）

*超音波センサ式検知器（２個以上設置する場合）　　　　設置間隔　（　　　　　）
＜施工の立会い及び試験＞
2.28.2 施工の試験 *構内情報通信網設備の試験

　　パケット送受信機能　　　　　　　※図面による　　　・（　　　　　）
　　ＶＬＡＮ試験（スイッチ単体）　　※図面による　　　・（　　　　　）
　　ＶＬＡＮ試験（総合試験）　　　　※図面による　　　・（　　　　　）
*映像･音響設備の試験　　ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ試験　　　 ・行う　・行わない　　残響時間試験　・行う　・行わない
　　　　　　　　　　　　伝送周波数特性試験　・行う　・行わない　　音圧分布試験　・行う　・行わない
*監視カメラ設備の試験
　遠隔操作、切替え及びズーム動作を確認するもの　　・ワイパ　 ・デフロスタ　 ・ヒータ　 ・ファン

注）本工事に使用する資材・機材は、この表によるほか、公共住宅事業者等連絡協議会編集の公共住宅建設工事
　　共通仕様書、工事特記仕様書、図面で指定された品質、性能を有するもの及び以下のものとする。
１）(一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」により評価を受けた建築材料・設備機材
　　等（「評価名簿登載品」という）。ただし、評価書の「納入地区及びアフターサービス地区」に当該工事場
　　所が含まれる場合に限る。
２）(一財)ベターリビングが認定した優良住宅部品（ＢＬ部品）。ただし、現場においてＢＬマーク表示が確認
　　できるものに限る。
３）その他、各標準仕様書の仕様規定及び試験方法に適合することが証明書等で確認でき、監督職員の承諾を得
　　られたもの。（定期的なﾒﾝﾃﾅﾝｽが必要になる機材については、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ（ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ）の体制についても監督
　　職員に承諾が得られること。）
　なお「評価名簿登載品」は、(一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」の評価書の写
しを提出することにより、その評価を受けたこと及びメンテナンスの体制があることについて証明することがで
きる。

愛知県建設部建築局公営住宅課

項 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項 項 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

一級建築士事務所
株式会社　黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627
上郷住宅電気工事（第１・２工区）

図面番号

No.Ｅ-Ｆ一級建築士登録番号　307737号
建築士氏名　安東　広晶 印

電気工事特記仕様書６

縮尺

―

検
図

製
図

設　計
Ｈ28年3月

《電気設備工事指定資材》

照明類 蛍光灯用の安定器（高周波点灯専用形蛍光灯電子安定器）評価名簿登載品（★１）
蛍光灯器具 評価名簿登載品（★２）
白熱灯及びＨＩＤ器具 ★２の蛍光灯器具の評価名簿登載メーカーの製品
照明制御装置 評価名簿登載品
ＨＩＤ安定器 JIS規格適合品または評価名簿登載品 ★１ に

含まれるメーカー
可変速運転用インバータ装置 評価名簿登載品
非常用照明器具 (財)日本建築センターの防災性能評定マークの表示が

貼付されたもの
誘導灯 ㈳日本電気協会（誘導灯審査委員会）の認定証票が

貼付されたもの
電線類 耐火・耐熱電線 社団法人電線総合技術センター（ＪＥＣＴＥＣ）の

認定を受けたもの
盤類 分電盤（実験盤を含む） 評価名簿登載品

制御盤 評価名簿登載品
消防防災用制御盤 (財)日本消防設備安全センターの認定証票が

貼付されたもの
キュービクル式配電盤 評価名簿登載品
高圧スイッチギヤ（CW形） 評価名簿登載品
高圧スイッチギヤ（PW形） 評価名簿登載品

高圧機器 高圧交流遮断器 評価名簿登載品（★３）
高圧進相コンデンサ 評価名簿登載品
高圧限流ヒューズ 評価名簿登載品
高圧負荷開閉器 評価名簿登載品
高圧変圧器（特定機器） 評価名簿登載品
高圧避雷器 評価名簿登載品

電磁開閉器類 電磁開閉器、接触器 ★３の遮断器類の評価名簿登載メーカーの製品
絶縁監視装置 高圧回路の絶縁監視装置 評価名簿登載品
　　 低圧回路の絶縁監視装置 評価名簿登載品
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 評価名簿登載品

制御弁式据置鉛蓄電池 評価名簿登載品
据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 評価名簿登載品

直流電源装置 消防設備用 蓄電池設備認定委員会の認定証票が貼付されたもの
交流無停電電源装置 簡易型を除く 評価名簿登載品
自家発電装置 (社)日本内燃力発電設備協会の認定証票が

貼付されたもの
太陽光発電装置/パワーコンディショナ及び系統連系保護装置 評価名簿登載品
通信設備 構内交換装置 交換機、主装置、電話機 (財)電気通信端末機器審査協会の認定表示があるもの

監視カメラ装置 評価名簿登載品
自動火災報知装置 感知器、発信器、 日本消防検定協会の検定合格証票が貼付されたもの

中継器、受信機
自動閉鎖装置 連動制御盤、 (財)日本建築センターの防災性能評定マークが

自動閉鎖装置 貼付されたもの
非常警報装置 ベル、表示灯、起動装置日本消防検定協会の検定合格証票が貼付されたもの
非常放送 消防設備用 日本消防検定協会の認定合格証票が貼付されたもの
ガス漏れ警報装置 受信機、中継器 日本消防検定協会又は高圧ガス保安協会の

検定合格証票が貼付されたもの
検知器 (財)日本ガス機器検査協会の認証を受けたものまたは

高圧ガス保安協会の検定合格証票が貼付されたもの 
中央監視制御装置 評価名簿登載品
サージ保護デバイス 低圧用SPD 評価名簿登載品

品　質　性　能　基　準適　用　範　囲指　定　資　材分　　類
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愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

5 100

火 報 受 信 盤

50 警報盤

ワイド形スイッチ　１個用（住戸内）

壁付、埋込型 壁付、埋込型 壁付、埋込型

ワイド形スイッチ　２個用（住戸内） ワイド形スイッチ　３個用（住戸内）

壁付、埋込型

ワイド形スイッチ　４個用（住戸内）

積算電力量計取付板（樹脂製）（スマートメーター対応型）

ＷＨＭ ＷＨＭ

3
0
0

保護カバー

≒26200

防滴カバー

共同分電盤回路図

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：―
A3：―

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

ＥＶ制御盤 ２．８ＫＷ

受水槽ポンプ

戸

MCCB 3P  50AF／ 30AT

（ 戸） ／

MCCB 3P 225AF ／

3Φ3W 210V

1Φ3W 210／

1P
1

住戸（

5KVA x 24 x0.51  61.2KVA MCCB 3P 400AF 350AT

）x8 戸5KVA x 8 x0.78 31.2KVA 175AT

戸 MCCB 3P 225AF ／住戸（ ）x8 戸5KVA x 8 x0.78 31.2KVA 175AT

戸 MCCB 3P 225AF ／住戸（ ）x8 戸5KVA x 8 x0.78 31.2KVA 175AT

MCCB 3P 225AF

MCCB 3P 225AF ／

戸

戸） 戸

1Φ3W 210／105V

2
1L

住戸（

（ 戸）

戸）） 戸住戸（ x8

x16戸

共同 KVA

（5KVA x  8

4KVA x 16 x0.51

x1.0

MCCB 3P 400AF ／350AT

EM-CET200°

MCCB 3P 225AF ／戸） 戸

住戸（ 戸）x8 5KVA x 8 x0.78

x0.78

31.2KVA ／175AT

125AT

125AT

24.96KVA

24.96KVA

4KVA x 8 x0.78

x0.784KVA x 8

）住戸（4KVA

5KVA

4KVA x8

x8

1Φ3W 210／105V1L
（ 戸） ／3

住戸（ ） 戸 MCCB 3P 225AF ／戸

ＳＢスペース

300 A

1000ＴＶブースタ盤B C

MCB 3P 50AF/50AT

1000 ＥＶ点検用コンセント 500ＥＶ制御盤 21

１Ｆ倉庫　電灯・コンセント 3 4

非常照明 5 6
ＣＯＳ

１－４Ｆ　ＥＶホール電灯 87

１－４Ｆ　共用廊下　電灯 109

屋　外　　スロープ電灯 屋　外　　自転車置場電灯11 12

屋　外　　外灯 階段照明1413

予　　備 予　　備1615

ＣＯＳ消灯回路
24hタイマー

予　　備1817屋　外　　外灯

ＥＰＳ内コンセント 800

５－８Ｆ　ＥＶホール電灯

５－８Ｆ　共用廊下　電灯

4KVA x 18 x0.56 40.32KVA MCCB 3P 225AFEM-CET100°

4KV x6 4KVA x 6 x0.91 21.84KVA 125AT

住戸（ ） 戸 MCCB 3P 225AF ／戸4KV x6 4KVA x 6 x0.91 21.84KVA 125AT

住戸（ ） 戸 MCCB 3P 225AF ／戸4KV x6 4KVA x 6 x0.91 21.84KVA 125AT

1Φ3W 210／105V1L
（ MCCB 3P 400AF ／4

住戸（ ） MCCB 3P 225AF ／戸

戸）5KVA x 18 x0.56 50.4KVA 300AT

150AT27.3KVA5KVA x 65KVA 戸x6 x0.91

住戸（ ） MCCB 3P 225AF ／戸 150AT27.3KVA5KVA x 65KVA 戸x6 x0.91

住戸（ ） MCCB 3P 225AF ／戸 150AT27.3KVA5KVA x 65KVA 戸x6 x0.91

5KVA

5KVA

5KVA

5KVA

4.5KVA

68.34KVA

ポンプ室電灯コンセント 160

330

230

480

24

47

126

263

360

144

ＭＣＣＢ２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ　×　１２

ＥＬＣＢ２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ　×　　９

225AT

EM-CET150°

1
1L 105V

EM-CET60°

ELCB 3P 225AF／125AT

EM-CET60°

７．５ＫＷ×３

4KVA住戸（

設計
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検

図 図
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図面番号

No.Ｅ-02

１ＬＭ－１
警報盤　屋内壁掛型　（１Ｆ　ホール）（引込盤内）

屋内自立型　（１Ｆ　ＥＰＳ内）　　　検針窓取付

WH

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ １

Ｘ ２

３

４

５

番号 名称

満水

減水

消火補給水槽

消火補給水槽

ヨビ

ヨビ

ポンプ異常

Ｘ 1 Ｘ 1 Ｘ ＸＢＯＯ

外部接点

Ｘ １ Ｘ Ｘ１ ＸＮＰ

Ｚ Ｂ ＲＮＮ

ＸＸＢ Ｂ ＰＢ

一括警報

ＢN

Ｔ

ランプテスト

３分

ＭＣＣＢ２Ｐ３０／２０

１
０

０
Ｖ

WH ６０Ａ

Ａ

ＴＳ

Ｌ－１ 屋内壁掛型（２Ｆ ＥＰＳ内）

70

1
2
0

70

1
2
0

70

1
2
0

1
2
0

116



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
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0 5 10

※外部に面する器具･盤等は防水型とする｡

照明器具姿図・住戸盤結線図

姿図に記入の寸法は参考とする｡
◆注記)

365

3
1
0

365

3
1
0

365

3
1
0

365

BS:HB2P1E 20Ax6

※寸法は参考とする｡

当初    30A
最大契約  40A

※寸法は参考とする｡

当初    30A
最大契約  50A

1φ3W210/105V

ﾛｯｸｶﾊﾞｰ付 IP

1

2

3

4

5

6

7

2E

2E

ﾖﾋﾞ

BS:HB2P2E 20Ax2

1φ3W210/105V

ELCB3P
50AF/50AT
(中性線欠相保護付)

BS:HB2P1E 20Ax6
BS:HB2P2E 20Ax4

2E

2E

2E

2E

ELCB3P
50AF/40AT
(中性線欠相保護付)

BS:HB2P1E 20Ax8

※寸法は参考とする｡

当初    30A
最大契約  40A

1φ3W210/105V

ﾛｯｸｶﾊﾞｰ付 IP 1

2

3

4

5

6

7

2E

2E

BS:HB2P2E 20Ax2

緊 8

ﾖﾋﾞ

※寸法は参考とする｡

当初    30A
最大契約  60A

ﾛｯｸｶﾊﾞｰ付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ﾖﾋﾞ

ｽﾍﾟｰｽ
SB

1φ3W210/105V

ELCB3P
50AF/50AT
(中性線欠相保護付)

BS:HB2P1E 20Ax7
BS:HB2P2E 20Ax5

2E

2E

2E

2E

IP

住 戸 分 電 盤 結 線 図 ･ 姿 図(樹脂製)

11

2E

10

2E

ｴﾝﾄﾞｶﾊﾞ-

ｴﾝﾄﾞｶﾊﾞ-

天井額縁

ﾌﾟﾚｰﾄ(半欠け)
(最上階ﾅｼ)

EM-EEF1.6-2C(VE16)
配管別途工事

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｹ用(別途工事)(木製ﾊﾟﾈﾙ部分注意事項)
1.間仕切壁(ﾊﾟﾈﾙ)部分の配管は､別途工事とし､
  入線及び配線は本工事とする｡

  取付は本工事とする｡
3.本工事施工にあたっては､木製ﾊﾟﾈﾙ製造業者と
  詳細について入念に打合せを行うこと｡

木 製 ﾊﾟ ﾈ ﾙ 部 分 配 線 参 考 図

EM-IE1.6×2(PF16)

天井額縁

ｺﾝｾﾝﾄ

配管別途工事

(最上階ﾅｼ)
ﾌﾟﾚｰﾄ(半欠け)

2

b

3
1
0

ELCB3P
50AF/40AT
(中性線欠相保護付)

5

5

4
0
0
(
洋

室
)

2
5
0
(
和

室
)

2.ﾎﾞｯｸｽ    は別途工事とし､配線器具､ﾌﾟﾚｰﾄ及び

B C D

HGF

参考品番

使用場所 住戸内玄関･ﾎｰﾙ

LED灯 60W形電球×1相当 LED灯 40W形電球×1相当

使用場所 住戸内便所

参考品番

LED灯 FL20形×1相当

使用場所 住戸内流し元

参考品番

防湿型

使用場所 住戸内洗面所

参考品番

LED灯 FL20形×1相当

使用場所 共用部廊下･屋外階段

LED灯 FL20形×1相当

使用場所 共用部倉庫

参考品番

ｱﾙﾐ装着

透明ｶﾞﾗｽ

ﾎﾟｰﾙ(60.5φ)

回転防止ﾊﾟｲﾌﾟ

鋼管 SOP3回塗 ｻﾋﾞ止め共

砕石(500×500×150)

1
5
0

1
1
0
0

4
0
0
0

ﾎﾟｰﾙ(114.3φ)

防食ﾃｰﾌﾟ巻

電源ﾕﾆｯﾄ内蔵

LED灯 HF100W形×1相当

防雨型

使用場所 屋外

参考品番

参考品番

使用場所 共用部EVﾎｰﾙ

LED灯 FHT42W×1相当I

参考品番

使用場所 共用部EVﾎｰﾙ

J LED灯 HF32W×1相当

防湿･防雨型 防湿･防雨型

LED灯 FHT42W×1相当

参考品番

K LED灯 FL20形×1相当

防湿･防雨型

ｶﾞｰﾄﾞ(白塗装)付

使用場所 自転車置場

参考品番

L

電池内臓型

直付型 低天井用

使用場所 共用部廊下･EVﾎｰﾙ

保守率:0.93

参考品番

参考値

M

使用場所 屋外階段

LED灯 FL20W型×1相当

電池内臓型

使用場所 共用部廊下･EVﾎｰﾙ

埋込型 低天井用

保守率:0.93

参考品番

参考値

N

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ LGB58004K 同等品
東芝    IG-2007 ﾗﾝﾌﾟ LDA7L-H 同等品

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ XLW202AEN LE9 同等品
東芝    LEKTW212081N-LS9 同等品

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ XDN2068WS LE9 同等品 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ LGW51692 LE2 同等品 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NNFW41001 同等品

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NNFB93030 同等品
東芝    LEDEM30821 同等品

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NNFB91630 同等品
東芝    LEDEM23011 同等品
三菱   EL-DB23011 同等品

O

参考品番

注記)

P LED灯 40形電球×1相当

防雨型

使用場所 屋外

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ XLGE552H 同等品
東芝    LEEDG88910 同等品
三菱    EL-AE1701L/K 同等品

参考品番
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ LGB58004K 同等品
東芝    IG-2007 ﾗﾝﾌﾟ LDA7L-H 同等品

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ LGB52095LE1 同等品

EM-IE1.6×2(PF16)

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1ｹ用(別途工事)

(最上階ﾅｼ)

東芝
三菱

LEDB83126 ﾗﾝﾌﾟ LDM20SS･N/10/10-01 同等品
      EL-LFV20051 ﾗﾝﾌﾟLDL20S･N/10/13･N3 同等品

東芝 LMT-21801-LS9 ﾗﾝﾌﾟ LDM20SS･N/10/10 同等品
三菱 EL-LFV2811 AHJ ﾗﾝﾌﾟ LDL20S･N/10/13･N3 同等品三菱     EL-WCE2602C ﾗﾝﾌﾟ LDA8L-G/60/S 同等品

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ XLW202AEN LE9 ｶﾞｰﾄﾞ FK21534 同等品
東芝    LEKTW212081N-LS9 ｶﾞｰﾄﾞ FBG-21000 同等品

3.0m2.6m
6.76.1
15.0
11.811.0

13.5

2.4m
5.8
12.7
10.5

2.1m
5.3
11.5
9.8

器具取付高さ
単体配置
直線配置
四角配置

A1
A2
A4

3.0m2.6m2.1m器具取付高さ
単体配置
直線配置
四角配置

A1
A2
A4

4.7
11.4
 9.2

4.6
10.4
 8.3

2.4m
4.4
9.7
7.8

4.1
8.8
7.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 (400×400×500程度)を設けること｡

ﾛｯｸｶﾊﾞｰ付 IP 2 4 6 8

97531

(注記)
･ｸｰﾗｰ用回路は100V･200Vのいずれも
  接続可能とする｡

･総務省令40号基準に対応型とする事｡

(注記)
･ｸｰﾗｰ用回路は100V･200Vのいずれも
  接続可能とする｡
･ﾘﾐｯﾀｰ電源は1戸毎に相をいれかえて
  平衝をとる事｡
･ﾘﾐｯﾀｰ取付板上部に電線識別表示を取付る事｡
･総務省令40号基準に対応型とする事｡

(注記)
･ｸｰﾗｰ用回路は100V･200Vのいずれも
  接続可能とする｡

･総務省令40号基準に対応型とする事｡

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(400×400×1100)

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ XY7562 LE9 同等品
東芝     LEDG-02803W､電源ﾕﾆｯﾄLEK-208016A01T 同等品
三菱     電源ﾕﾆｯﾄEL-T0018A ﾗﾝﾌﾟLHT-29L-G-E26-T1 同等品

住 戸 分 電 盤 結 線 図 ･ 姿 図(樹脂製) 2DK 住 戸 分 電 盤 結 線 図 ･ 姿 図(樹脂製) 3DK

2DKS住 戸 分 電 盤 結 線 図 ･ 姿 図(樹脂製)

東芝     LEDB85900 ﾗﾝﾌﾟ LDF7L-H-GX53/3 同等品
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ LGW85017 同等品

LED非常用照明 30W形電球×1相当 LED非常用照明 13W形電球×1相当

(注記)
･ｸｰﾗｰ用回路は100V･200Vのいずれも
  接続可能とする｡
･総務省令40号基準に対応型とする事｡

EM-EEF1.6-2C(VE16)

4DK

防雨型

使用場所 屋外

参考品番

Ｑ LED灯 6.9W以上

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ YYY66510 LE1 同等品

使用場所 ﾎﾟﾝﾌﾟ室

東芝 LMT-21881-LS9-CO-2105N
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NNFW21825LE9 ﾗﾝﾌﾟ LDL20S･N11/12-K 同等品

参考品番

52

使用場所 住戸内居室

A 引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ

E LED灯 60W形電球×1相当

ｺﾝｾﾝﾄ

参考品番

東芝 DC5812W 同等品

防湿･防雨型 防湿･防雨型

A

C

B

N S

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：―
A3：―

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

照明器具姿図･住戸盤結線図一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

No.Ｅ-03

   ﾗﾝﾌﾟ LDV20SS-N/10/10 同等品



「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

0 5 10

（ア）

（イ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

各戸用幹線

各戸用幹線

各戸幹線

ELV制御盤 E5.5°EM.CE8°-3C

EM.CET38°

EM.CET60°

EM.CET60°

EM.CET38°

E38°×2

E22°×2

E22°×2 地下ﾋﾟｯﾄﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ支持

E38°×2 地下ﾋﾟｯﾄﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ支持

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐ｹｰﾌﾞﾙ

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐ｹｰﾌﾞﾙ

（a） EM.IE14°×3 E5.5°(PF28)

(PF28)

Ｌ－１Ｌ－１２ Ｌ－１１ Ｌ－１０ Ｌ－９ Ｌ－８ Ｌ－７ Ｌ－６ Ｌ－５ Ｌ－４ Ｌ－３ Ｌ－２

Ａ

Ｂ

Ｂ

B

ED
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Ａ

２ＤＫ

Ａ Ｂ

３ＤＫ

（ａ） （ａ） （ａ） （ａ） （ａ）

３ＤＫ ３ＤＫ

Ｂ Ｂ

（ａ）

（Ｄ）

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

２ＤＫ

Ａ

２ＤＫ

Ａ

２ＤＫ

Ａ

２ＤＫ

Ａ

Ｂ

３ＤＫ

Ｂ

３ＤＫ

Ｂ

３ＤＫ

Ｂ

３ＤＫ

Ｂ

３ＤＫ

Ｂ

３ＤＫ

（Ｃ）

（ａ） （ａ） （ａ） （ａ）

（ａ） （ａ） （ａ） （ａ） （ａ）

（ａ） （ａ） （ａ） （ａ） （ａ）

（ａ） （ａ） （ａ） （ａ） （ａ）

（ａ） （ａ） （ａ） （ａ） （ａ）

（ａ） （ａ） （ａ） （ａ） （ａ）

（Ｃ） （Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

３ＤＫ ３ＤＫ

３ＤＫ３ＤＫ

３ＤＫ ３ＤＫ

３ＤＫ３ＤＫ

３ＤＫ ３ＤＫ

３ＤＫ ３ＤＫ

Ｂ Ｂ

ＢＢ

Ｂ Ｂ

Ｂ

ＢＢ

Ｂ Ｂ

１ＬＭ－１

1
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Ａ
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Ｂ
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Ａ
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２ＤＫ

Ａ

２ＤＫ
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ＡＡＡ

２ＤＫ

Ａ

２ＤＫ

Ａ

２ＤＫ

Ａ

ＥＭ－ＣＥＥ２゜－３Ｃ（ＰＦ２２）

ELV制御盤

Ｗｈ

Ｂ

３ＤＫ

（ａ）

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ

Ｗｈ
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２Ｆ
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0
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15
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（Ｂ）
ＣＣ
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Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

２ＤＫＳ２ＤＫＳ

２ＤＫＳ ２ＤＫＳ

２ＤＫＳ ２ＤＫＳ

A

（イ）

８Ｆ

Ｌ－１

ＥＭ－ＣＥＥ２°－３Ｃ（Ｇ２２）

EM-CEE2°-3C(PF22)

EM-CET14°E5.5°(E31)

警報盤

スラブ面区画貫通処理を示す。低圧電灯引込

A （GL-600）

低圧動力引込

低圧電灯引込

共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。低圧電灯引込

1L-1 低圧電灯引込

1L-2

1L-3

1L-4

1P-1 低圧動力引込

低圧電灯引込

低圧電灯引込

低圧電灯引込

（PE92）

（PE92）

B

1L-1

1L-2

1L-3

1L-4

1P-1

低圧電灯引込

EM-CET200°

EM-CET200°

EM-CET100°

EM-CET150°

（PE70）

（PE54）

（PE82）

EM-CET200°

EM-CET100°

EM-CET150°

（FEP100）

（FEP100）

（FEP 80）

（FEP 80）

EM-CET 60°

EM-CET200°

EM-CET 60° （FEP 65）

ハンドホール 鉄蓋 S8K-60付

電力量計取付板（メーターは電力会社取付）
（A=H2-9、B=H1-9）

各戸分電盤（A=２ＤＫ用、B=３ＤＫ用、C=2DKS用）

引込開閉器盤 1LM-1

警報盤 K-1

Ｗｈ

注　記

EM-IE60°(VE22) A

（ア）

A

防水鋳鉄管(つば付)

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：―
A3：―

幹線設備系統図

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

安東　広晶

一級建築士登録　３０７７３７号

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

No.Ｅ-04



「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

0 5 10

引込開閉器盤 1LM-1

警報盤 K-1

ＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈ

Ｗｈ Ｗｈ Ｗｈ Ｗｈ Ｗｈ Ｗｈ

EV制御盤

(イ) (イ) (イ)
※Ａ

Ａ

EM-AE0.9-2C(FEP30)

(ア)

1LM-1

Ａ
(ｂ)

(ｂ) (ｂ) (ｂ) (ｂ)

(イ) ※Ａ(ア)(ア)(ア)(イ)(ｂ) (ｂ)
(ｂ)

(ｂ) (ｂ) (ｂ)

Ｂ

ＢＢＢＢＣＣ

ＣＣＡＢＢ

Ｋ－１

(ｂ)

(Ｄ)
ED

(イ)

EM-CET60°E14°(FEP65)

EM-CEE2°-3C(PF22)

EM-CET14°E5.5°(E31)

EM-IE60°(VE22)

1L-1

1L-2

1L-3

1L-4

1P-1 低圧動力引込

低圧電灯引込

低圧電灯引込

低圧電灯引込

低圧電灯引込 EM-CET200°

EM-CET200°

EM-CET100°

EM-CET150°

EM-CET 60°

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ
ﾜｲﾔ-支持

ﾜｲﾔ-支持
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ

ﾜｲﾔ-支持
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ

ﾜｲﾔ-支持
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ

ﾜｲﾔ-支持
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ

凡　例

A

注　記

（ア）

（イ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（ｂ）

各戸用幹線

各戸用幹線

各戸幹線

ELV制御盤

A=２ＤＫ用、 B=

電力量計取付板（メーターは電力会社取付）

ハンドホール　900ﾟ×900（鉄蓋 S8K-60付）

３ＤＫ用、C=２ＤＫＳ用）

E5.5°EM.CE8°-3C

EM.CET38°

EM.CET60°

EM.CET60°

EM.CET38°

E38°×2

E22°×2

各戸分電盤（

E22°×2 地下ﾋﾟｯﾄﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ支持

E38°×2 地下ﾋﾟｯﾄﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ支持

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐ｹｰﾌﾞﾙ

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐ｹｰﾌﾞﾙ

Ｗｈ

EM.IE14°×3 E5.5°(PF28)

(PF28)

(ア)
(ア)×３・(イ)×３

1L-1

1L-2

1L-3
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凡　例

A

注　記

（ア）

（イ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（ｂ）

各戸用幹線

各戸用幹線

各戸幹線

ELV制御盤

B=

電力量計取付板（メーターは電力会社取付）

ハンドホール　900ﾟ×900（鉄蓋 S8K-60付）

３ＤＫ用、C=２ＤＫＳ用）

E5.5°EM.CE8°-3C

EM.CET38°

EM.CET60°

EM.CET60°

EM.CET38°

E38°×2

E22°×2

各戸分電盤（

E22°×2 地下ﾋﾟｯﾄﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ支持

E38°×2 地下ﾋﾟｯﾄﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ支持

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐ｹｰﾌﾞﾙ

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐ｹｰﾌﾞﾙ

Ｗｈ

A=２ＤＫ用、

(PF28)

EM.IE14°×3 E5.5°(PF28)



「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：1/100
A3：1/200

幹線設備 南棟Ｅ 屋根伏図

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

安東　広晶

一級建築士登録　３０７７３７号

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号
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一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

0 5 10

ポンプ室・受水槽廻り
平面詳細図 A1：1/100

A3：1/200

No.Ｅ-12

受水槽

ポンプ室

受水槽

ポンプ室

EM-AE0.9-2C(E19)

　　(E19)

P.B200×200×100(WP.SUS)

PPU
１

PL-1

加圧給水ポンプ制御盤（機械設備工事）
（３φ２００Ｖ７．５ＫＷ×４．ローテーション）

EM-IE2.0×2 E1.6(E19)

(R)

１
EPF

(K)

（３φ２００Ｖ７．５ＫＷ×３．同時運転）

PL-1

以降配置図参照

電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備ポンプ室･受水槽廻り平面詳細図　S=1/50幹線設備ポンプ室･受水槽廻り平面詳細図　S=1/50

セ
パ

レ
ー

タ
ー

ＭＣＣＢ３Ｐ

加圧給水ポンプユニット

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ ３φ３Ｗ２１０Ｖ

PL
F

PL
F

ＭＣＣＢ３Ｐ

５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ５０／２０Ａ×２

２２５／１２５Ａ

3φ200V7.5KW x3

名　称

ＰＬ－１ （壁掛・防湿型）

電灯・動力分電盤結線図

（Ｒ） 取付台座共回転灯（黄色信号灯）ＷＰ

名　称 照明器具姿図

１．特記なき配管配線は下記による。

注　　記

EM-IE2.0×2　（E19）　　露出 塗装

EM-IE2.0×3　（E19）　　露出 塗装

２．凡例

EM-IE2.0×2　E2.0　（E19）　　露出 塗装

スイッチ　1P15Ax1　ステンレスプレート

コンセント　2P15Ax1　ステンレスプレート

温度スイッチ（換気設備工事）

Ｔ

注記
１）図中特記なき配管配線は下記による。

　　　　ＥＭ－ＩＥ１．６×２（Ｅ１９）
　　　　ＥＭ－ＩＥ２．０×３ （Ｅ１９）
　　　　ＥＭ－ＩＥ２．０×２ （Ｅ１９）

Ｔ

(給排水工事)

EM-AE0.9-2C(FEP30)･南棟警報盤へ

　　(FEP30)･北棟警報盤へ

EM-CET60° E14°(FEP65)

EM-AE0.9-2C(FEP30)

EM-CET60°E14°(FEP65)

　　(FEP30)

EM-IE60°×3 E14°(E63)

EM-CE3.5°-3C FEP30)

EM-CE3.5°-3C FEP30)

以降配置図参照

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之
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10

9

（PF16）

注　記

コンクリートBOX （VE製 8角75ｍｍ）

凡　例

EM.IE 2.0 x 3

EM.IE 2.0 x 5

（PF16）

（PF16）

（PF16）

（PF22）

屋内露出配管は、E管とする。

照明器具

照明器具

照明器具

凡　例

（1E）

（1E）

（1E）

照明器具

EM.IE 2.0 x 2

EM.IE 2.0 x 3

EM.IE 2.0 x 3

火災受信機

非常警報設備操作部

４窓警報盤（別途）

壁面埋込型

埋込コンセント （SUSプレート）

Ｐ型１級　壁面埋込型

照明器具

共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

特記なきボックスは下記による。

Ａ

アウトレットボックス四角中浅　塗代カバー・カバープレート（角型）共

アウトレットボックス四角大深　塗代カバー・カバープレート（角型）共

コンクリートボックス四角中深　塗代カバー・カバープレート（丸型）共CB
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Ｃ
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（Ｆ）

（Ｆ）

ＴＶ－４２

ＴＶ－２２

Ｃ

防水型コンセント2P1E15A x 1　　抜け止め接地端子付

埋込コンセント　 （SUSプレート）

12

（Ｆ×６）

2P1E15A x 2

1713

（Ｌ×４）（Ｌ×８）

2P1E15A x 2E

ＴＶ－６１
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E 

ET

ET
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Ｌ－１

倉庫
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E

E
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EM-IE2.0×3(1E)(F2-17)
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ポンプ室

ELV

ELV

外壁 （Ｏ）

（Ｐ×２） （Ｐ×４） （Ｑ）

倉庫

（Ｏ×２）（Ｐ×２）

自転車置場 駐車場・庭園灯

（Ｑ×２）

共用電灯コンセント設備系統図

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：―
A3：―

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

No.Ｅ-13



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

注　記

EM.IE 2.0 x 2 （PF16）

（1E）EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

（1E）

（1E）

屋内露出配管は、E管とする。

③

⑭③

c

c ⑭③
CB

CBCB

（Ｈ）

（Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ）

コンクリートBOX （VE製 8角75ｍｍ）

凡　例

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具（Ｆ）
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（Ｇ）

（Ｎ）（Ｍ）
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⑭③c ⑭③ ⑭③
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（Ｊ）×６
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（Ｆ）
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⑥

③

⑭

⑭

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

A1：1/100
A3：1/200

共用電灯コンセント設備
１階 平面図

（Ｈ）

AS(100V3A)

EM-CE3.5°-3C(FEP30)

EM.IE 2.0 x 5

（PF22）

（PF22）

EM.IE 2.0 x 7

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

⑭

0 5 10

（Ｆ）

CBCB

EM-IE2.0×3(1E)(F2-17)

EM-IE2.0×7(1E)(F2-24)

※Ａ

※Ａ

No.Ｅ-14

照明器具

共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

特記なきボックスは下記による。

アウトレットボックス四角中浅　塗代カバー・カバープレート（角型）共

アウトレットボックス四角大深　塗代カバー・カバープレート（角型）共Ａ

コンクリートボックス四角中深　塗代カバー・カバープレート（丸型）共CB

非常用照明　床面照度 １ルックス以上の範囲を示す。

（Ｆ）

（Ｇ）

（Ｇ）

非常用照明
床面照度１lx以上の範囲を示す
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一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

A1：1/100
A3：1/200

共用電灯コンセント設備
２・３階 平面図

共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

特記なきボックスは下記による。

アウトレットボックス四角中浅　塗代カバー・カバープレート（角型）共

アウトレットボックス四角大深　塗代カバー・カバープレート（角型）共Ａ

コンクリートボックス四角中深　塗代カバー・カバープレート（丸型）共CB

※Ａ
（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）

（Ｆ）

（Ｆ）

コンクリートBOX （VE製 8角75ｍｍ）

凡　例

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

（Ｆ）

（Ｈ）

（Ｉ）（Ｊ）
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（Ｎ）（Ｍ）

※Ａ

（Ｆ）

（Ｆ）

（Ｉ）×２

（Ｍ）
（Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ）

（Ｆ）

（Ｆ）

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

0 5 10

（Ｆ）

（Ｆ）

　　Ｌ-１

　　TV-22　2Ｆ
EM-IE2.0×3(1E)(F2-17)

CBCB

No.Ｅ-15

非常用照明　床面照度 １ルックス以上の範囲を示す。
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一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

非常用照明
床面照度１lx以上の範囲を示す

注　記

EM.IE 2.0 x 2 （PF16）

（1E）EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

（1E）

（1E）

屋内露出配管は、E管とする。

EM.IE 2.0 x 5

（PF22）

（PF22）

EM.IE 2.0 x 7



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

特記なきボックスは下記による。

アウトレットボックス四角中浅　塗代カバー・カバープレート（角型）共

アウトレットボックス四角大深　塗代カバー・カバープレート（角型）共Ａ

コンクリートボックス四角中深　塗代カバー・カバープレート（丸型）共CB

※Ａ
（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）（Ｆ）

コンクリートBOX （VE製 8角75ｍｍ）

凡　例

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具
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（Ｈ）

（Ｉ）（Ｊ）
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（Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ）

（Ｆ）

（Ｆ）

　　TV-41

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

A1：1/100
A3：1/200

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

0 5 10

（Ｆ）

（Ｆ）

（Ｆ）

EM-IE2.0×3(1E)(F2-17)

CBCB

　　TV-42　　

（Ｆ）

共用電灯コンセント設備
４階 平面図

No.Ｅ-16

非常用照明　床面照度 １ルックス以上の範囲を示す。
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4階　平面図　S=A1：1/100・A3：1/2004階　平面図　S=A1：1/100・A3：1/200
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一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

注　記

EM.IE 2.0 x 2 （PF16）

（1E）EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

（1E）

（1E）

屋内露出配管は、E管とする。

EM.IE 2.0 x 5

（PF22）

（PF22）

EM.IE 2.0 x 7

非常用照明
床面照度１lx以上の範囲を示す



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

特記なきボックスは下記による。

アウトレットボックス四角中浅　塗代カバー・カバープレート（角型）共

アウトレットボックス四角大深　塗代カバー・カバープレート（角型）共Ａ

コンクリートボックス四角中深　塗代カバー・カバープレート（丸型）共CB

※Ａ
（Ｆ） （Ｆ）

　　TV-62　6F
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コンクリートBOX （VE製 8角75ｍｍ）

凡　例
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一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

A1：1/100
A3：1/200

（Ｉ）×２

（Ｆ）
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上郷住宅電気工事（第１・２工区）
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　　TV-61　6F

（Ｆ）

CB CB

EM-IE2.0×3(1E)(F2-17)

共用電灯コンセント設備
 ５・６階　平面図

No.Ｅ-17

非常用照明　床面照度 １ルックス以上の範囲を示す。
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5･6階　平面図　S=A1：1/100・A3：1/200

(給排水工事)
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雨水貯留槽
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居室１ 居室１
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一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

注　記

EM.IE 2.0 x 2 （PF16）

（1E）EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

（1E）

（1E）

屋内露出配管は、E管とする。

EM.IE 2.0 x 5

（PF22）

（PF22）

EM.IE 2.0 x 7

非常用照明
床面照度１lx以上の範囲を示す



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

凡　例

コンクリートBOX （VE製 8角75ｍｍ）

（Ｆ）照明器具

（Ｈ）照明器具

（Ｉ）（Ｊ）照明器具

（Ｇ）照明器具

（Ｍ）（Ｎ）照明器具

共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

特記なきボックスは下記による。

アウトレットボックス四角中浅　塗代カバー・カバープレート（角型）共

アウトレットボックス四角大深　塗代カバー・カバープレート（角型）共Ａ

コンクリートボックス四角中深　塗代カバー・カバープレート（丸型）共CB

（Ｆ）

（Ｆ）
（Ｍ）

（Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ）

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

A1：1/100
A3：1/200

（Ｆ）

（Ｆ）

（Ｉ）×２

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

0 5 10

（Ｆ）

（Ｆ）

共用電灯コンセント設備
７階 平面図

No.Ｅ-18

非常用照明　床面照度 １ルックス以上の範囲を示す。
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南棟Ｗ屋根伏図兼7階平面図　S=A1：1/100・A3：1/200
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一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

注　記

EM.IE 2.0 x 2 （PF16）

（1E）EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

（1E）

（1E）

屋内露出配管は、E管とする。

EM.IE 2.0 x 5

（PF22）

（PF22）

EM.IE 2.0 x 7

非常用照明
床面照度１lx以上の範囲を示す



一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

0 5 10

非常用照明　床面照度 １ルックス以上の範囲を示す。
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一級建築士登録　３０７７３７号　　

安東　広晶

非常用照明
床面照度１lx以上の範囲を示す

図面番号

縮尺

設計検 製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月図 図

一級建築士事務所
株式 黒野建築設計事務所会社

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：1/100
A3：1/200

コンクリートBOX （VE製 8角75ｍｍ）

凡　例

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

（Ｆ）

（Ｈ）

（Ｉ）（Ｊ）

（Ｇ）

（Ｎ）（Ｍ）

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

共用電灯コンセント設備
８階　平面図

No.Ｅ-19

共住区画貫通部は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う、又は

平成１７年消防庁告示第４号に適合する評定品を使用する。

特記なきボックスは下記による。

アウトレットボックス四角中浅　塗代カバー・カバープレート（角型）共

アウトレットボックス四角大深　塗代カバー・カバープレート（角型）共Ａ

コンクリートボックス四角中深　塗代カバー・カバープレート（丸型）共CB

（Ｆ）

（Ｉ）×２

（Ｍ）
（Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ） （Ｆ）

（Ｆ）

　　TV-81

注　記

EM.IE 2.0 x 2 （PF16）

（1E）EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

EM.IE 2.0 x 3 （PF16）

（1E）

（1E）

屋内露出配管は、E管とする。

EM.IE 2.0 x 5

（PF22）

（PF22）

EM.IE 2.0 x 7

（Ｇ）

（Ｇ）

（F）



「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

0 5 10

EM-TIEE0.65-2C×6(F2-24)

EM-TIEE0.65-2C×6(F2-24)

EM-TIEE0.65-2C×6(F2-24)

EM-TIEE0.65-2C×6(F2-24)

EM-TIEE0.65-2C×6(F2-24)

EM-TIEE0.65-2C×6(F2-24)

ボッツクス寸法　　（参考）

アウトレットボックス

コンクリートボックス

プルボックス

プルボックス

（大４角５４）

（大８角７５）

（大４角７５）

２００×２００×１００

３００×２００×１００

塗代カバー付

塗代カバー付

塗代カバー付

樹脂製

樹脂製

樹脂製

（埋め込み型）

（埋め込み型）

樹脂製

樹脂製

カバープレート付

盤の裏ボックス

盤の裏ボックス

コンクリートボックス

記　　号

スイッチボックス （５ヶ用） 樹脂製

カバープレート付

平カバープレート付

アウトレットボックス（大４角５４）塗代カバー付 樹脂製

H･H･A ９００×９００×９００　ＭＨＢ　６００Φ

注記 １．記入なき配管配線サイズは下記とする。

≒600

≒600
スラブ貫通部　モルタルにて埋め戻し充填の事

配管両端部耐火パテ充填の上キャップ取付

ＥＰＳ内電話配管予備用貫通スリーブ図※

２．共住区画を貫通する配管・配線は、配線管防火器キットにより

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ　　　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×２　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×４　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×５　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×６　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×３　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×７　（ＰＦ２２）

端子盤リスト

盤名称 電話設備

保安器スペース　９０Ｐ
端子台

端子台

Ｔ－２
１１０Ｐ

防火措置を行うものとする。

Ｔ－４

端子台

Ｔ－６

端子台

Ｔ－８
２０Ｐ

配管両端部耐火パテ充填の上キャップ取付
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ＰＥ配管とする
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EM-IE14°(VE16)

空配管 (FEP50)×２ TEL

立ち上がりのみ

(E39)

空配管 (FEP50) TELﾖﾋﾞ

 EM-IE14°(VE16)

空配管 (FEP50) TELﾖﾋﾞ

 (PE54) X 3

空配管 (FEP50)×２ TEL防水鋳鉄管
（つば付）

ＥＬＶ制御盤

② ②②②②

（電力会社工事）

ＥD

（銅覆鋼棒打込式）

②
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電話配管設備系統図
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テレビ共聴設備

壁掛け露出型

盤寸法

ﾋﾞﾙ陰配線ｽﾍﾟｰｽ

ﾋﾞﾙ陰配線ｽﾍﾟｰｽ

6 6 7
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6 6 7

6 6 7
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EM-TIEE0.65-2C×6(E25)×2

壁掛け露出型

W400×H800×D140
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EM-CCP-P 0.65-20P(E39) 

EM-TIEE0.65-2C×6(E25)×2

EM-TIEE0.65-2C×6(E25)×2

ﾋﾞﾙ陰配線ｽﾍﾟｰｽ
壁掛け露出型
W400×H800×D140

壁掛け露出型
ﾋﾞﾙ陰配線ｽﾍﾟｰｽ W400×H600×D140

EM-CCP-P 0.65-30P(E39)×2

EM-CCP-P0.65-20P(E39)

EM-CCP-P0.65-30P(E39)

EM-CCP-P 0.65-20P(E39)
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電話配管設備系統図

上郷住宅電気工事（第１・２工区）
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図 図
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図面番号
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「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

0 5 10

ED

EM-IE5.5°(VE16)

ET

ＴＶ－６２へ

ET

ET

盤寸法 盤寸法盤寸法

盤寸法

ＴＶ－４１へ
ＴＶ－２１・２２へ

ET

ＴＶ－４２へ

ＴＶ－６１へ

W:700×H:700×D:160W:700×H:700×D:160W:400×H:700×D:160

W:700×H:700×D:160

R

7C

※Ａ

※Ｂ

ＴＶ－８１（屋外鋼棒製露出型・防水） ＴＶ－６１（屋外鋼棒製露出型・防水）

地デジアンテナより

ＴＶ－６２（屋外鋼棒製露出型・防水）

ＴＶ－４１・２１・・４２・２２（屋外鋼棒製露出型・防水）

増幅器

名　　称記　　号

テレビ共聴設備機器　凡例

１分岐器

２分岐器

２分配器

４分配器

６分配器

端末整合器

Ｕ－１

ＣＳ－１ＣＷ

ＣＳ－２ＣＷ

ＣＳ－Ｄ２Ｗ

ＣＳ－Ｄ４Ｗ

ＣＳ－Ｄ６Ｗ

ＣＳ－７ＦＳＷ（１端子型フィルター付）コンセントと共用ボックス

注記 １．記入なき配管配線サイズは下記とする。

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　（ＰＦ１６）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×２　　　（ＰＦ２２）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×３　　　（ＰＦ２８）

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　　　（Ｅ２５）

２．

ＥＭ－ＩＥ５．５°×１　　　　（Ｅ１９）

ハンドホール寸法は下記による。

　　：900×900×900(MHB600φ)(電設配管設備と共用)

３．

４．ボックス寸法（参考）は下記による。

③：スイッチボックス　４個用（塗代カバー付）

②：スイッチボックス　３個用（塗代カバー付）

図ＰＢ１５１ＷＰ：プルボックス　150×150×100 SUS製･WP

又は、平成１７年消防庁告示第４号に適合する認定品を使用すること。

共住区画を貫通する配管は、平成１７年消防庁告示第２号に定める措置を行う。

①：コンクリートボックス　八角７５（塗代カバー付）・カバープレート付

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　　　（Ｅ２５）

　　　　　　　　　　　　　　　（Ｅ２５）ビル陰用

　　　　　　　　　　　　　　　（Ｅ２５）ビル陰用
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ＰＥ配管とする
立ち上がりのみ

 (PE28)

（電力会社工事）

TV-81

① ① ①①①①

①①①②①①①

① ① ①①①①

※Ｂ

① ① ①①①①

② ① ① ①①①①

※Ｂ

① ① ①①①①

② ① ① ①①①①

※Ｂ

① ① ①①①①

TV-21

Ｔ－２

Ｔ－４

TV-41

TV-51

Ｔ－６

TV-61

②

TV-12

① ① ①① ① ①

② ① ① ①① ① ①

② ① ① ①① ① ①

② ① ① ①① ① ①

② ① ① ①① ① ①

② ① ① ①① ① ①

Ｔ－８

TV-62

TV-42

TV-22

③

※Ａ

テレビ共聴機器収納盤リスト
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R R R R R R R R R R R R
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R RR R

R RR R
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R R R R R R R R R R R R
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R R R R R R R R R R R R
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R R R R R R R R R R R RR R R R R R R R R

R R R R R R R R R

R R R R R R R R R

R R R R R R R R R

R R R R R R R R R

R R R R R R R R R

Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４

Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４

Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４

Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４

Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４
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Ｄ４ Ｄ４ Ｄ４ Ｄ２ Ｄ２Ｄ２

Ｄ４

Ｄ２
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会社
株式 黒野建築設計事務所

一級建築士事務所登録　愛知県　い1627

A1：―
A3：―

テレビ共聴設備系統図

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

安東　広晶

一級建築士登録　３０７７３７号

設計

縮尺

検

図 図

製
愛知県建設部建築局公営住宅課

Ｈ28年3月

図面番号

No.Ｅ-21

7C

7C

7C

PB151WP マスト２ｍ自立型

ビル壁用

7C

S-5C-FB×3(PF28)×2

S-5C-FB×3(PF28)×2

S-5C-FB×3(PF28)×2

EM-S-7C-FB(PF22) EM-S-7C-FB(F2-24) EM-S-7C-FB(PF22)

(G22)

7C

S-5C-FB×3 (PF28）×3

S-5C-FB×3 (PF28）×3

7C

S-5C-FB×3 (PF28）×3

7C

S-5C-FB×3 (PF28）×3

テレビアンテナ
ＵＨＦ２０ＥＬEM-S-7C-FB(G22)

テレビ共聴設備系統図

(FEP30)ビル陰用防水鋳鉄管（つば付）



「設備関係規定に適合することを確認(建築士法第20条の3第2項)」、
一級建築士事務所 株式会社 黒野建築設計事務所、
愛知県知事登録（い-23）第1627号、設備設計一級建築士 945号　坂田 孝之

一級建築士事務所

会社
株式 黒野建築設計事務所
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縮尺

検

図 図
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図面番号

0 5 10

A1：1/100
A3：1/200

電話設備・テレビ共聴設備
１階 平面図

上郷住宅電気工事（第１・２工区）

安東　広晶

一級建築士登録　３０７７３７号

凡　　例

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　（ＰＦ１６）

備　　　　　　考名　　　　　　称記　　号

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

モジュラージャックプレート

端　子　盤

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×７　（ＰＦ２２）

テレビ

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×３　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×６　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×５　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×４　（ＰＦ２２）

１．

電話

注記

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ×２　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＴＩＥＥ ０.６５－２Ｃ　　　（ＰＦ１６）

記入なき配管配線サイズは下記とする。

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

Ｄ４

Ｄ２ Ｄ２ Ｄ２

6

3

端末　ＢＳ－７Ｆ－Ｒ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　（ＰＦ２２）

行うものとする。

共住区画を貫通する配管・配線は、防火措置キットにより処理を４．

空配管には、ビニル被覆鉄線１.２ｍｍを挿入の事。３．

２．特記なき立上リ、立下り及びボックスは、系統図参照とする。

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×２　（ＰＦ２２）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×３　（ＰＦ２８）

Ｄ４ Ｄ４

※Ａ

Ｄ２ Ｄ２

6

Ｄ４

3

Ｄ４

3 3

ED(TEL)

ED(TV)

HH-A

　　（FEPφ50）×2 TEL

ＥＶ制御盤

Ｄ４ Ｄ４

系統図参照

※Ａ

EM-TIEE0.65-2C×6(F2-24)

系統図参照

　　（FEPφ50）TEL予備

No.Ｅ-22

Ｄ４

Ｄ２

Ｒ

7C

RR

R RR

RR

R RR R RR

RR

R

R

R

R R R RR R R R

R R R R

R

直　列　ユ　ニ　ッ　ト

６極４芯

コンクリート製接地埋設表示杭

　　（FEPφ30）ﾋﾞﾙ陰用

系統図参照

EM-IE14°(VE16)

EM-IE5.5°(VE16)

EM-TIEE0.65-2C×6(E25)

EM-TIEE0.65-2C×6(E25)

　　防水鋳鉄管（つば付）
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